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本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
こ
こ
で
も
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
理
論
的
前
提
と
も
い
う
べ
き
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー

ラ
」
概
念
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
官
僚
制
支
配
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
若
干
の
概
観
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
、
グ
ラ
ム
シ
の
独
自
的
な
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
論
の
特
質
と
意
図
、
そ
し
て
、
哲
学
、
知
識
人
論
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
具
体
的
な
展
開
形
態
と
そ
の
意
義
を

考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

⑩
レ
ー
ニ
ン
の
「
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
」
概
念
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
官
僚
制
支
配
」
概
念

グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
は
、
な
に
よ
り
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
」
概
念
（
グ
ラ
ム
シ
は
そ
れ
を
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
と
捉

え
て
い
る
が
）
の
継
承
と
発
展
、
そ
し
て
区
別
と
連
関
に
お
い
て
位
悩
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
グ
ラ
ム
シ
の

わ
れ
わ
れ
は
、
前
縞
に
お
い
て
、
グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
概
念
が
へ
Ｉ
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
の
市
民
社
会
論
を
継
承
・
発
展
し
つ
つ
、
現

代
の
歴
史
状
況
に
対
応
す
る
新
た
な
理
論
描
築
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ぎ
に
考
察
す
べ
き
は
、
こ
の
市
民
社
会
論
と

不
可
分
離
的
に
設
定
さ
れ
た
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
本
質
と
展
開
に
つ
い
て
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
こ
そ
は
、

あ
の
重
悩
的
な
「
市
民
社
会
」
を
固
有
の
機
能
す
る
べ
き
場
と
し
て
展
開
さ
れ
る
、
彼
の
思
想
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
基
軸
的
概
念
だ
か

ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
哲
学
と
諸
哲
学
で
さ
え
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
唯
一
の
「
哲
学
」
は
、
活
動
の
中
に
あ
る
歴
史
で
あ

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

三
、
市
民
社
会
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
展
開

三

○



る
、
す
な
わ
ち
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
継
承
者
で

あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
解
釈
し
え
る
し
、
ｌ
ま
た
イ
リ
ッ
チ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
「
の
噸
論
化
と
完
成
は
一
つ
の
総
大
な

（
１
）

「
形
而
上
学
的
」
事
件
で
も
あ
っ
た
と
確
認
し
饅
え
る
」
。

ま
た
、
一
方
で
は
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
「
精
神
」
」
や
「
新
秩
序
ド

イ
ツ
の
議
会
と
政
府
」
な
ど
の
著
作
も
糀
読
し
、
「
官
僚
制
」
、
「
議
会
」
と
「
政
党
」
そ
し
て
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
な
ど
の
概
念
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
。
と
く
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
中
心
的
に
解
明
し
た
「
官
僚
制
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
位
悩
づ
け
て
い
る
。

「
政
治
的
、
経
済
的
諸
形
態
が
歴
史
的
に
発
展
す
る
に
つ
れ
、
官
僚
的
労
働
（
文
民
的
、
耶
耶
的
な
）
に
技
術
的
に
訓
練
さ
れ
た
「
職

業
的
な
」
公
務
員
と
し
て
表
現
し
う
る
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
公
務
風
が
卿
火
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
、
政
桁
学
と
国
家
形
態
史
に
と
つ

（
２
）

て
は
基
本
的
な
意
義
を
も
つ
事
実
で
あ
る
」
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
レ
ー
ニ
ン
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
今
世
紀
初
頭
、
と
も
に
ロ
シ
ア
と
ド
イ
ツ
に
お
い
て
果
敢
に
政
治
に
立
ち
向
っ
た

巨
人
で
あ
る
が
、
そ
の
力
向
は
全
く
別
様
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
ツ
ァ
ー
の
圧
制
を
打
倒
す
べ
く
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー

（
Ⅱ
）

ラ
」
概
念
を
樹
立
し
そ
れ
を
》
兀
遂
し
た
。
後
者
は
、
ド
イ
ツ
の
「
腐
僚
政
治
」
を
打
破
す
べ
く
、
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
的
政
治
指
導
者
の

到
来
を
提
起
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
が
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
前
者
の
継
承
・
発
展
と

し
て
、
ま
た
後
者
へ
の
批
判
的
対
決
と
し
て
あ
る
か
ぎ
り
、
レ
ー
ニ
ン
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
」
と
「
官
僚
制
支
配
」
の

概
念
と
そ
の
意
味
を
最
少
限
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

レ
ー
ニ
ン
が
、
ロ
シ
ア
革
命
に
さ
い
し
て
そ
の
基
軸
と
し
た
の
は
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
」
論
で
あ
っ
た
。
こ

の
概
念
は
、
ロ
シ
ア
革
命
の
前
夜
に
、
「
理
論
的
」
か
つ
「
実
践
的
Ⅱ
政
治
的
」
な
「
特
別
の
迩
要
性
」
か
ら
濟
か
れ
た
「
国
家
と
革
命
」

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口
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グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。
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に
、
整
備
さ
れ
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

、
、

「
マ
ル
ク
ス
が
国
家
の
問
題
と
社
会
主
義
革
命
の
問
題
と
に
適
用
し
た
階
級
闘
争
の
学
説
は
、
必
然
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治

、
、
、

的
支
配
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
の
承
認
に
、
す
な
わ
ち
、
他
の
だ
れ
と
も
分
有
さ
れ
な
い
、
大
衆
の
武
装
力
に
直
接

立
脚
し
た
権
力
の
承
認
に
導
く
。
…
…
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
は
、
国
家
権
力
、
す
な
わ
ち
、
中
央
集
権
的
な
権
力
組
織
、
強
力
組
織
が

必
璽
で
あ
る
ｌ
搾
取
者
の
反
抗
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
も
、
社
会
主
義
綴
済
を
「
組
織
」
す
る
う
え
て
鰄
大
な
住
民
大
搬
す
な
わ
ち

農
民
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
中
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
指
導
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
労
働
者
党
を
教
育
す
る
こ

、
、
、

と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
前
衛
１
－
権
力
を
掌
握
し
、
全
人
民
を
社
会
主
義
へ
導
き
、
新
し
い
体
制
を
指
導
し
組
織
す
る
能

力
を
も
ち
、
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
い
れ
ず
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
反
対
し
て
、
自
分
の
社
会
生
活
を
建
設
す
る
う
え
で
、
す
べ
て

（
４
）

の
勤
労
被
搾
取
者
の
教
師
と
な
り
、
指
灘
者
と
ぼ
り
、
筒
領
と
な
る
能
力
を
も
つ
前
衛
ｌ
を
教
育
す
る
」
．

こ
こ
に
明
確
な
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
諸
点
で
あ
ろ
う
。

①
、
革
命
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
支
配
」
と
「
指
導
」
の
必
要
性
、
②
、
「
支
配
」
は
「
大
衆
の
武
装
力
」
に
立
脚
し
た
国

家
権
力
の
樹
立
で
あ
り
、
「
指
導
」
は
こ
の
国
家
権
力
の
樹
立
と
維
持
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
、
こ
の
「
支
配
」
と
「
指
導
」

の
た
め
に
前
衛
党
が
必
須
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
こ
の
定
式
を
マ
ル
ク
ス
目
体
の
発
展
に
則
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
、
「
国
家
、
す
な
わ
ち
支
配
階
級
と
し
て
組
織
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
」
（
「
共
産
党
宣

言
」
）
の
把
握
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
八
四
八
－
一
八
五
一
年
に
お
け
る
「
革
命
の
総
括
」
に
よ
っ
て
、
「
す
べ
て
の
変
革
は
、
こ
の

（
政
治
権
力
の
）
機
構
を
う
ち
く
だ
く
」
言
ル
イ
・
ポ
ナ
パ
ル
ト
の
プ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
」
）
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
進
展

し
、
つ
い
に
「
階
級
闘
争
は
、
必
然
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
に
導
く
」
（
「
ワ
イ
デ
マ
イ
ャ
ー
へ
の
手
紙
」
）
こ
と



た
と
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
い
う
（
「
ハ
ー
グ
大
会
に
つ
い
て
の
淡
説
」
）
「
労
働
者
は
、
新
し
い
労
働
の
組
織
を
う
ち
た
て
る
た
め
に
、

や
が
て
は
政
治
権
力
（
Ｓ
の
□
・
一
屋
⑪
ｎ
房
の
①
ゴ
ロ
一
〔
）
を
に
ぎ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
目
標
に
到
達

す
る
た
め
の
手
段
は
ど
こ
で
も
同
一
だ
と
主
張
し
た
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
制
度
や
風
習
や
伝
統
を
老
噸
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
、
そ
し
て
も
し
私
が
あ
な
た
が
た
の
国
の
制
度
を
も
っ
と
よ

く
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
オ
ラ
ン
ダ
を
も
そ
れ
に
つ
け
く
わ
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
労
働
者
が
平
和
的
な
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
目

標
に
到
達
で
き
る
国
々
が
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
否
定
し
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
が
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
の
大
陸
の
大
多
数
の
国
々

で
は
、
強
力
（
臼
の
ｏ
の
三
骨
）
が
わ
れ
わ
れ
の
革
命
の
て
こ
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
も
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
の
文

（
６
）

配
を
う
ち
た
て
る
た
め
に
は
、
一
時
的
に
強
力
庁
」
う
っ
た
え
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
」
。

ま
た
、
晩
年
の
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
さ
ら
に
明
碓
に
い
う
（
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
序
文
）
。

「
奇
襲
の
時
代
、
無
自
覚
な
大
衆
の
先
頭
に
た
っ
た
自
覚
し
た
少
数
者
が
遂
行
し
た
革
命
の
時
代
は
過
ぎ
さ
っ
た
。
社
会
組
織
の
完
全

な
改
造
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
大
衆
自
身
が
そ
れ
に
参
加
し
、
彼
ら
自
身
が
、
な
に
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
、
な
ん
の
た
め
に
彼
ら

は
肉
体
と
生
命
を
さ
さ
げ
て
行
動
す
る
の
か
を
、
す
で
に
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
こ
そ
、
最
近
五
○
年
の
歴
史

（
７
）

が
わ
れ
わ
れ
に
教
轌
え
て
く
れ
た
の
だ
」
。

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
諸
口
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、
、

元
化
は
し
て
い
な
い
。

を
明
碓
に
す
る
に
至
っ
た
と
、
強
調
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
デ
ィ
タ
ッ
ー
ラ
自
体
の
内
実
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
詳
論

（
５
）

で
き
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
少
く
と
も
、
こ
の
内
実
を
、
レ
ー
ニ
ン
の
強
調
す
る
よ
う
に
は
、
「
強
力
革
へ
叩
」
と
し
て
一



レ
ー
ニ
ン
は
、
初
期
の
著
作
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
（
一
九
○
二
）
で
は
、
労
働
稀
の
「
自
然
発
生
的
意
識
」
に
対
し
て
「
目
的
意
識

性
」
を
対
置
し
た
が
、
こ
こ
で
は
一
貫
し
て
後
者
に
よ
る
強
力
な
指
導
性
が
強
調
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
自
然
発
生
的
要
素
」
と
は

ト
レ
ー
ド
ュ
ニ
オ
ニ
ズ
ム

「
意
識
性
の
萠
芽
形
態
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
自
然
発
生
的
な
労
働
運
動
と
は
組
〈
口
主
義
で
あ
り
、
亘
巨
Ｈ
‐

（
肘
葛
の
『
六
円
目
沖
］
の
『
Ｑ
で
あ
る
が
、
組
合
主
義
と
は
、
ま
さ
し
く
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
る
労
働
者
の
思
想
的
奴
隷
化
を
意
味
す
る
か
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ｂ

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
任
務
、
す
な
わ
ち
社
会
民
主
主
義
者
の
任
務
は
、
自
然
発
生
性
と
闘
争
す
る
》
」
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

の
庇
護
の
も
と
に
は
い
ろ
う
と
す
る
組
合
主
義
の
こ
の
自
然
発
生
的
な
志
向
か
ら
労
働
運
動
を
そ
ら
し
て
、
革
命
的
社
会
民
主
主
義
の
庇

（
８
）

、
、
、
、
、
、

護
の
も
と
に
引
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
。
す
な
わ
ち
、
「
階
級
的
・
政
治
的
完
成
は
、
外
部
か
ら
し
か
、
つ
ま
り
経
済
闘
争
の
外
部
か
ら
、

（
９
）

労
働
者
の
雇
主
と
の
関
係
の
圏
外
か
ら
し
か
、
労
働
者
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
果
す
べ

き
組
織
、
「
革
命
家
の
組
織
」
は
「
労
働
者
の
組
織
」
に
た
い
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
組
織
は
、

＞

Y,
◎

し
か
る
に
、
レ
ー
ニ
ン
の
場
合
は
、
こ
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
の
内
実
は
主
要
に
は
「
強
力
革
命
」
の
方
向
に
定
位
さ
れ
て
い
た
と
い
え

る
。
当
然
に
、
そ
の
要
因
は
、
ツ
ア
リ
ー
圧
制
下
の
ロ
シ
ア
の
歴
史
的
、
社
会
的
条
件
に
起
因
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、

こ
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
の
位
置
づ
け
を
、
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
に
則
し
て
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
論
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
な
ら
、
問
題

と
な
る
の
は
「
支
配
」
と
「
指
導
」
の
関
係
と
な
ろ
う
。
こ
の
問
題
視
点
か
ら
『
国
家
と
革
命
」
以
前
の
レ
ー
ニ
ン
の
著
作
を
み
て
み
よ

と
し
て
捉
え
、
②
、
そ
こ
に
云

け
て
い
る
こ
と
、
で
あ
ろ
う
。

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

三
四

こ
こ
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
を
、
①
、
ま
ず
労
働
者
の
権
力
一
般

と
し
て
捉
え
、
②
、
そ
こ
に
至
る
「
手
段
」
の
多
様
性
を
確
認
し
、
③
、
そ
の
「
正
し
い
」
主
軸
を
大
衆
の
「
多
政
者
革
命
」
に
位
置
づ



こ
こ
に
一
貫
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
論
を
若
干
概
括
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
支
配
」
の
「
指
導
」
に
た
い
す
る
優
位

性
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
概
念
を
主
と
し
て
「
強
力
革
命
」
と
位
悩
づ
け
る
こ
と
を
軸
と
し
て
、
第
一
に
、
権
力

獲
得
の
た
め
の
少
数
者
の
革
命
組
織
に
よ
る
、
多
数
の
大
衆
の
職
業
的
教
育
の
強
調
で
あ
り
、
第
二
に
、
多
数
の
大
衆
そ
れ
自
体
に
よ
る

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。

三
五

「
職
業
組
織
的
」
で
、
「
で
き
る
だ
け
広
汎
な
も
の
」
「
秘
密
で
な
い
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
革
命
家
の
組
織
は
、
「
革
命
的
活

動
を
職
業
と
す
る
人
々
」
を
ふ
く
ん
だ
、
労
働
者
と
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ュ
ア
の
間
の
「
差
異
」
は
消
え
さ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
「
広
汎
」
で

（
Ⅶ
）

は
な
く
「
秘
密
」
な
も
の
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
○
五
’
七
年
の
第
一
次
ロ
シ
ア
革
命
時
に
書
か
れ
た
『
民
主
主
義
革
命
に
お
け
る
社
会
民
主
党
の
二
つ
の
戦
術
』
は
、
民

主
主
義
革
命
の
社
会
主
義
革
命
へ
の
関
係
と
方
法
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
こ
こ
で
、
民
主
主
義
革
命
の
必
要
を
強

く
強
調
す
る
。
「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
も
っ
と
も
粉
力
的
に
参
加
せ
よ
、
首
尾
一
脚
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
民
主
主
義

の
た
め
に
、
革
命
を
最
後
ま
で
遂
行
す
る
た
め
に
、
も
っ
と
も
断
固
と
し
て
闘
争
せ
よ
、
と
お
し
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
シ
ア
革

（
Ⅱ
）

〈
叩
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
な
枠
か
ら
と
び
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
枠
を
大
い
に
お
し
ひ
ろ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
」
。
「
わ
れ

わ
れ
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
完
全
な
政
治
的
自
由
、
民
主
的
共
和
制
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
農
民
の
雛
命
的
民
主
主
義
的
デ
ィ
ク
タ
ッ

（
吃
）

１
－
フ
以
外
に
は
、
社
会
主
義
に
近
づ
く
手
段
は
な
い
し
ま
た
あ
り
え
な
い
こ
と
を
、
わ
す
れ
て
は
な
ら
な
い
」
。
し
か
し
、
こ
の
「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
腱
民
の
革
命
的
民
主
主
義
的
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
」
の
勝
利
の
方
向
は
、
こ
こ
で
も
明
碓
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
方
向
づ
け
ら

れ
る
。
「
そ
の
勝
利
は
、
『
合
法
的
な
。
｜
『
平
和
的
な
方
法
で
」
つ
く
り
だ
さ
れ
た
な
ん
ら
の
機
関
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
て
、
か
な
ら

ず
取
事
力
に
、
大
衆
の
武
装
に
、
姉
起
に
立
脚
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
で
し

ず
取
事
力
に
、
大

（
川
）

か
あ
り
諺
え
な
い
」
。



周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
詞

レ
ヘ
ワ
グ
ル
ュ
ン
デ

権
利
根
拠
、
つ
ま
り
＋

当
性
根
拠
に
は
、
周
楴ペ
ル
ゾ

し
て
支
配
者
の
「
人
牝

四
の
風
の
、
厨
沖
）
の
主
脛

で
あ
り
、
「
窓
意
や
計

だ
が
、
こ
こ
で
留
塞

同
様
に
、
近
代
的
な
吉

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
ロ

ーーーーハ
、
、
、

民
主
主
義
革
命
の
樹
立
そ
れ
自
体
の
意
義
と
そ
の
方
法
論
の
不
徹
底
、
と
し
て
指
摘
し
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
ま
さ
に
、

「
多
数
者
並
命
」
の
時
期
と
場
所
に
お
け
る
、
国
家
と
市
民
社
会
、
機
励
戦
と
陣
地
戦
の
問
題
と
連
関
し
た
、
グ
ラ
ム
シ
に
よ
る
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
論
、
す
な
わ
ち
支
配
と
指
導
の
弁
証
法
の
方
法
的
深
化
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
前
提
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
制
支
配
の
概
念
と
そ
こ
か
ら
の
脱
却
の
方
向
を
み
よ
う
。
レ
ー
ニ
ン
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
生
き
た
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
近
代
」
の
問
題
と
別
様
の
意
味
で
対
決
し
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
そ
の
中
心
問
題
は
「
合
理
化
」
の

、
、
、
、
、
、

、
、
、

過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
論
的
に
は
科
学
的
世
界
観
の
支
配
で
あ
り
、
実
践
的
に
は
官
僚
制
の
支
配
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
基
調

（
Ⅱ
）

と
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
学
問
は
、
政
沿
、
経
済
、
》
不
教
な
ど
の
各
領
域
の
固
有
の
法
則
性
の
解
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
在
的
相
互
関
係

、
、
、

、
、
、

の
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
変
革
性
と
は
異
な
る
、
徹
底
し
た
「
没
価
値
的
」
実
証
的
な
基
本
性
格
が
あ
る
》
」
と
は

パ
ー
は
「
支
配
の
社
会
学
」
（
『
経
済
と
社
会
」
第
九
章
）
に
お
い
て
い
う
、
「
支
配
は
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
に
お
い
て
、

（
旧
）

、
つ
ま
り
支
配
の
「
正
当
性
（
曰
の
旧
の
四
斤
目
蔵
斤
）
」
の
根
拠
に
よ
っ
て
、
内
面
的
に
支
え
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
正

に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
「
合
法
的
支
配
」
と
し
て
の
「
官
僚
制
支
配
」
、
「
伝
統
的
支
配
」
と
し
て
の
「
家
父
長
制
支
配
」
、
そ

ペ
ル
ゾ
ン

者
の
「
人
格
」
や
「
天
与
の
資
質
」
に
よ
る
「
カ
リ
ス
マ
的
支
配
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
官
僚
制
支
配
（
臼
の
ワ
日
・
丙
Ｈ
口
は
円
げ
の
ロ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

鼻
）
の
主
体
は
「
官
吏
（
ｑ
Ｒ
ｍ
８
Ｂ
庁
円
）
」
で
あ
る
が
、
そ
の
行
政
は
「
没
主
観
的
な
官
職
義
務
に
も
と
づ
く
職
業
労
働
」

（
肥
）

「
窓
意
や
計
質
不
能
性
」
を
排
除
し
て
、
「
厳
に
形
式
主
義
的
に
、
〈
口
理
的
規
則
」
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
近
代
国
家
の
全
発
展
史
は
、
近
代
的
な
官
僚
制
度
と
官
僚
制
的
経
営
と
の
歴
史
に
帰
着
し
、

（
Ⅳ
）

近
代
的
な
高
度
資
本
主
義
の
全
発
展
は
、
経
済
経
営
の
官
僚
制
化
の
進
展
と
一
致
す
る
」
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な



、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、

わ
ち
、
行
政
の
官
僚
制
化
の
地
盤
は
、
量
的
発
達
、
た
と
え
ば
大
国
家
と
大
衆
政
党
で
あ
り
、
質
的
変
化
と
し
て
は
行
政
の
集
約
化
で
あ

ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ

リ
、
「
社
会
政
策
的
」
任
務
の
拡
大
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
‐
は
、
こ
の
官
僚
制
の
「
非
人
格
的
・
卯
対
象
的
目
的
」

の
背
後
に
は
、
「
文
化
的
価
値
理
念
」
、
す
な
わ
ち
国
家
、
教
会
、
政
党
、
経
営
の
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
目
的
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
神

（
肥
）

化
す
る
心
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
。

こ
こ
に
、
官
僚
制
に
対
時
す
る
も
の
と
し
て
の
民
主
制
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
「
「
支
配
」
の
極
少
化
を
め
ざ
す
潮
流
」
と
捉
え
る
）

の
問
題
が
生
起
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
民
主
制
的
な
」
潮
流
は
、
一
方
で
は
「
権
利
の
平
等
」
と
窓
意
に
対
す
る
権
利

も
、
、

、

の
保
障
の
要
求
に
よ
っ
て
「
行
政
の
形
式
的
・
合
理
的
な
「
没
主
観
性
」
を
要
求
す
る
」
が
、
「
エ
ー
ト
ス
」
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
実

（
川
）

質
的
「
正
義
」
へ
の
要
請
を
行
い
、
「
没
価
値
性
」
と
不
可
避
的
に
衝
突
し
、
「
〈
口
理
的
に
要
求
さ
れ
た
も
の
を
感
怖
的
に
非
難
す
る
」
。

す
な
わ
ち
、
「
無
産
者
大
衆
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
法
や
行
政
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
有
産
者
と
の
間
の
経
済
的
・
社
会
的
生
活
チ
ャ

（
、
）

ン
ス
の
均
衡
化
に
奉
仕
す
べ
き
仏
〉
の
で
あ
る
」
。

だ
が
、
こ
の
悔
恢
制
と
民
主
制
と
の
対
立
に
関
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
強
調
す
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
法
や
行
政
が
、
民

主
制
の
要
求
す
る
こ
の
よ
う
な
機
能
を
営
む
こ
と
は
、
内
容
的
に
「
倫
理
的
」
な
、
「
非
形
式
的
な
」
性
格
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
司
法

（
別
）

や
行
政
の
合
理
的
な
運
行
を
、
「
絶
対
君
主
」
の
「
官
房
裁
判
」
と
同
等
か
そ
れ
以
上
に
妨
げ
る
Ｊ
Ｕ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、

（
醜
）

ウ
エ
ー
パ
ー
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
そ
れ
は
、
①
、
民
主
制
は
、
白
Ｈ
ら
名
望
家
支
配
に
対
す
る
闘
争
の
結

果
と
し
て
生
み
だ
し
た
官
恢
制
化
の
傾
向
と
、
不
可
避
的
に
矛
盾
に
陥
る
。
②
、
官
僚
制
の
成
立
を
「
官
僚
制
的
に
組
織
さ
れ
た
支
配
染

、
、
、
、
、

団
に
対
す
る
被
支
配
集
団
の
水
準
化
」
と
す
る
か
ぎ
り
、
「
直
接
的
な
」
支
配
を
確
保
す
る
た
め
に
「
職
業
的
官
僚
」
の
支
配
権
力
を
極

少
化
す
る
と
解
し
え
る
「
民
主
化
」
は
問
題
と
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

三
七



ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
「
支
配
の
社
会
学
」
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
当
時
の
ド
イ
ツ

の
状
況
の
中
で
具
体
的
に
展
開
し
た
の
は
、
「
新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
」
二
九
一
八
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

第
一
次
大
戦
中
の
講
演
に
基
く
こ
の
論
文
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
戦
争
の
意
味
を
「
向
僚
制
機
柵
」
が
全
世
界
を
「
凱
旋
行
進
」

す
る
こ
と
に
あ
る
し
、
と
く
に
、
「
ド
イ
ツ
人
が
、
工
場
か
ら
軍
隊
と
国
家
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
的
支
配
団
体
の
合
理
的
・
分

（
羽
）

業
的
・
専
門
的
な
官
低
制
機
柵
を
み
ご
と
に
発
展
さ
せ
た
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
筒
僚
制
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
弾
劾
す
る
。
「
生
へ
叩
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

な
い
機
械
は
、
精
神
が
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
・
・
・
精
神
が
対
象
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
ば
、
生
命
あ
る
機
械
も
ま
た
そ
う
で
あ

る
。
生
命
あ
る
機
械
の
役
を
演
ず
る
の
は
、
訓
練
を
受
け
た
専
門
的
労
働
の
特
殊
化
・
権
限
の
区
画
・
勤
務
規
則
お
よ
び
階
層
的
に
段
階

づ
け
ら
れ
た
服
従
関
係
を
と
も
な
う
官
僚
制
組
織
で
あ
る
。
生
命
あ
る
機
械
は
生
命
な
き
機
械
と
手
を
結
ん
で
、
未
来
の
隷
従
の
機

（
別
）

（
８
ｍ
の
呂
習
⑪
の
〕
の
。
①
『
四
目
、
丙
の
】
己
の
同
Ｎ
ｐ
百
日
［
）
を
つ
く
り
Ⅲ
す
よ
う
働
く
」
。
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、
、
、

こ
こ
に
み
ら
れ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
脱
点
は
、
第
一
に
、
非
人
格
的
、
形
式
的
な
官
僚
制
支
配
を
、
近
代
の
「
合
理
化
」
す
な
わ
ち
一
極

、
、
、

の
必
然
性
に
お
い
て
捉
え
る
》
」
と
で
あ
り
、
第
一
一
に
、
こ
れ
に
対
し
て
、
エ
ー
ト
ス
的
、
実
質
的
な
要
求
を
も
っ
て
対
抗
す
る
民
主
制
を
、

そ
の
「
自
己
矛
盾
」
に
お
い
て
拒
否
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
徹
底
的
な
「
没
価
値
論
」
の
立
場
に
身
を
置
く
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
、
こ
こ
で

た
だ
ち
に
、
民
主
制
や
「
無
産
者
」
へ
の
敵
意
を
み
る
こ
と
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
が
こ
の
立
場
か
ら
筒
僚
制
支
配
の
打
破
の

方
向
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
「
無
産
者
」
す
な
わ
ち
近
代
労
働
者
の
立
場
で
は
な
く
、
議
会
や
政
党
と
い
っ
た

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

形
式
的
、
合
理
的
な
、
既
存
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
制
度
と
組
織
を
前
提
す
る
も
の
に
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
れ

を
人
民
投
票
的
政
沿
指
導
者
に
よ
る
「
カ
エ
サ
ル
主
義
（
Ｏ
凶
田
臥
切
日
ロ
⑩
）
」
の
力
向
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
検
討
し
ょ

》
フ
◎



こ
の
官
僚
制
を
統
制
し
、
方
向
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
君
主
と
議
会
を
挙
げ
る
。
だ
が
、
「
君
主
は
、
政
党
の
閥

、
、
、
、
、
、
（
郡
）

兼
や
外
交
活
動
の
な
か
で
訓
練
さ
れ
た
政
治
家
で
は
け
っ
し
て
な
い
」
ゆ
え
に
、
行
政
を
統
制
し
、
え
な
い
。
で
は
、
議
会
は
ど
う
か
。

（
鋤
）

「
近
代
の
議
会
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
官
僚
制
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
人
び
と
の
代
表
機
関
で
あ
る
」
が
、
議
会
が
「
議
会

主
義
的
制
度
」
、
「
指
導
者
の
議
会
主
義
的
選
抜
」
、
「
指
導
者
の
議
会
主
義
的
責
任
」
、
「
行
政
の
議
会
主
義
的
統
制
」
な
ど
の
原
則
を
実
行

（
汀
）

す
る
と
き
は
、
秋
極
的
な
「
政
治
の
一
要
素
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
近
代
の
政
治
家
に
と
っ
て
は
識
〈
赤
に
お
け
る
剛
争
が
、
そ
し

（
鋼
）

て
政
党
に
と
っ
て
は
国
家
に
お
け
る
闘
争
が
、
与
え
ら
れ
た
道
場
で
あ
る
」
。

マ
ツ
セ
ン
・
シ
ユ
ダ
ー
ト

テ
」
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
議
会
と
政
党
に
お
け
る
「
指
導
者
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
れ
を
大
衆
国
家
に

（
即
）

お
け
る
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
に
求
め
る
。
カ
エ
サ
ル
主
義
と
は
「
天
才
に
よ
る
統
治
形
態
Ｑ
｝
の
肉
の
日
の
目
ロ
、
、
｛
。
『
日
口
の
⑪
○
の
日
の
、
」
で
あ

、
、
、

り
、
「
『
少
数
の
原
則
』
、
す
な
わ
ち
少
数
者
か
ら
な
る
指
導
的
グ
ル
ー
プ
の
も
つ
卓
越
し
た
政
治
的
機
動
力
が
、
つ
ね
に
政
治
的
行
為
を

（
鉛
）

支
配
す
る
」
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
し
か
る
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
カ
エ
サ
ル
主
義
を
増
大
す
る
大
衆
的
民
主
化
自
体
に
求
め
よ
う

と
す
る
。
彼
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
民
主
化
と
デ
マ
ゴ
ギ
ー
は
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
は
ド
イ
ツ
に
お
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も

て
、
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
賎
民
の
影
響
下
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
民
主
主
義
が
な
い
、
正
確
に
一
一
一
口
う
と
、
秩
序
あ
る
民
主
主
義
が
な
い
か

、
、
、
、
、
、
、
、
（
弧
）

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
し
か
る
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
い
ま
こ
の
一
ア
マ
ゴ
ギ
ー
を
逆
利
用
し
た
カ
エ
サ
ル
主
義
を
唱
え
る
。
「
能
励
的
な
大

衆
民
主
化
（
蝉
頁
一
『
の
目
、
脇
の
己
の
日
。
博
目
⑪
】
の
【
目
、
）
」
に
お
い
て
、
政
治
指
導
者
は
「
大
衆
デ
マ
ゴ
ギ
ー
的
手
段
を
用
い
て
大
衆
の
傭

、
、
、
、

任
と
信
用
そ
の
も
の
を
、
し
た
が
っ
て
権
力
を
獲
得
す
る
、
こ
れ
で
あ
る
。
一
」
れ
は
、
こ
と
が
ら
の
本
性
上
、
指
導
者
選
抜
の
カ
エ
サ
ル

、
、
、
、

（
鉋
〉

プ
レ
ピ
ス
ッ
イ
ー
ト

主
義
的
な
転
換
を
意
味
し
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
そ
の
手
段
は
「
人
民
投
票
」
に
置
か
れ
る
。
反
対
に
、
「
識
〈
云
主
義
」
を
超
え
る
「
街
頭

主
義
的
」
な
民
主
主
義
、
社
会
主
義
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
断
罪
さ
れ
る
。
「
官
慰
的
な
官
僚
勢
力
を
擁
す
る
わ
が
制
度
の
も
と
で
は
、
識

グ
ラ
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の
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グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
ｑ

四
○

、
、
、
、
、
、

会
主
義
の
ひ
と
か
け
ら
、
ｂ
な
い
民
主
主
義
は
な
に
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
ま
っ
た
く
受
動
的
な
民
主
化
（
Ｃ
四
⑪
⑪
一
ぐ
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ｏ
の
『
づ
。
穴
『
目
の
一
の
同
月
い
）
は
、
わ
が
国
で
周
知
の
、
『
君
主
制
的
統
治
』
と
い
う
名
の
、
統
制
さ
れ
な
い
官
僚
支
配
の
ま
っ
た
く
純
粋
な
形

態
で
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
も
し
こ
れ
が
あ
の
一
社
会
主
義
者
』
の
望
む
よ
う
な
経
済
組
織
と
結
び
あ
わ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

（
鋼
）

古
代
『
ラ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
国
家
・
一
を
近
代
的
・
合
理
的
に
模
写
し
た
よ
う
な
。
ｂ
の
に
な
る
だ
ろ
う
」
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
制
支
配
の
打
破
の
方
向
は
、
第
一
に
、
現
存
の
制
度
的
前
提
と
し
て
の
議
会
と
政
党
の
個
人
的

、
、
、
、
、

指
導
者
に
よ
る
、
主
体
的
澁
任
を
介
し
た
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
、
す
な
わ
ち
闘
争
す
る
諸
勢
力
の
均
衡
的
裁
定
に
求
め
ら
れ
て
い
る
》
」
と
、

第
二
に
、
こ
の
カ
エ
サ
ル
主
義
を
民
主
化
迦
励
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
的
転
川
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
官
僚
制
支
配
と
と
も
に
大

衆
の
民
主
化
迎
勅
を
も
規
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
と
い
え
よ
う
。
概
し
て
い
う
な
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
論
は
、
官
僚
制
支
配
を
近

代
の
合
理
化
の
必
然
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
の
、
官
僚
制
へ
の
議
会
と
政
治
家
の
優
位
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
改
革
の

域
を
出
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
州
結
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
官
懸
国
家
に
お
け
る
市
民
の
主
体
化
で
は
あ
っ
て
も
、
無

、
、
、

産
大
衆
の
主
体
化
を
決
し
て
求
め
る
、
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
こ
に
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
が
、
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
レ
ー
ニ
ン
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
概
念
に
お

、
、
、
、

け
る
支
配
と
指
導
の
弁
証
法
の
深
化
と
拡
大
、
そ
し
て
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
官
僚
制
的
支
配
と
そ
の
打
破
の
方
向
に
対
す
る
、
真

、
、
、
、
、
、
、

の
主
体
形
成
の
方
法
の
追
求
と
し
て
設
定
さ
れ
る
一
」
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

②
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
の
特
質

グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
論
の
特
質
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
市
民
社
会
論
と
対
を
な
す
グ
ラ
ム
シ
の
本
質
的
概
念
で
あ
り
、
そ



こ
れ
と
ほ
ぼ
対
応
し
補
完
す
る
命
題
は
、
つ
ぎ
の
も
の
で
あ
る
。

「
あ
る
社
会
集
団
の
至
上
権
は
、
「
支
配
』
と
し
て
『
知
的
道
徳
的
指
導
」
と
し
て
二
様
の
方
式
で
現
わ
れ
る
。
あ
る
社
会
集
団
は
、
多

分
武
力
に
お
い
て
さ
え
。
掃
」
す
る
か
服
従
さ
せ
よ
う
と
す
る
敵
対
的
な
諸
集
団
を
支
配
す
る
が
、
類
似
的
、
同
盟
的
諸
集
団
は
指
導

す
る
。
あ
る
社
会
集
団
は
、
統
治
権
を
独
得
す
る
以
前
に
「
指
導
権
」
を
す
で
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
む
し
ろ
行
使
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
統
治
権
を
獲
得
す
る
た
め
の
原
則
的
諸
条
件
の
一
つ
で
あ
る
）
。
こ
の
社
会
集
団
は
権
力
を
行
使
す

る
と
き
、
次
第
に
支
配
的
に
な
る
。
し
か
し
、
権
力
を
固
く
保
持
す
る
と
し
て
さ
え
も
、
同
様
に
「
指
導
的
」
で
あ
り
つ
づ
け
ね
ば
な
ら

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
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四
一

家
や
『
法
的
」
支
配

（
鈍
）

り
連
関
的
で
あ
る
」
。

プ（》。

れ
に
つ
い
て
は
多
岐
に
わ
た
る
思
索
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
ま
ず
、
レ
ー
ニ
ン
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
概
念
に
お
け

、
、
、
、
、

る
「
支
配
と
指
導
」
の
深
化
と
し
て
の
本
質
と
機
能
、
つ
ぎ
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
制
支
配
と
そ
の
打
破
の
方
向
に
対
時
す
る
も
の
と
し

、
、
、
、
、
、
い

て
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
主
体
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
検
討
し
て
い
こ
う
。

グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
は
、
な
に
よ
り
市
民
社
会
概
念
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
固
有
の
場
と
し
て
生
成
し
機
能
す
る
も
の
で
あ

わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
引
い
た
命
題
を
再
度
み
よ
う
。

「
さ
し
あ
た
っ
て
、
上
部
構
造
の
二
つ
の
大
き
な
「
次
元
」
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
「
市
民
社
会
』
と
呼
び
う
る
も

の
、
す
な
わ
ち
「
私
的
」
な
も
の
と
よ
ば
れ
る
諸
機
構
の
全
体
の
『
次
元
』
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
政
治
社
会
」
も
し
く
は
『
国
家
』

の
次
元
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
次
元
は
、
一
方
で
の
支
配
集
団
が
全
社
会
に
お
い
て
行
使
す
る
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
の
機
能
と
、
他
方
の
国

家
や
『
法
的
」
支
配
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
『
直
接
支
配
」
あ
る
い
は
命
令
の
機
能
と
に
対
応
す
る
。
こ
こ
で
の
諸
機
能
は
有
機
的
で
あ



ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
関
す
る
こ
の
二
つ
の
命
題
は
、
ま
さ
に
レ
ー
ニ
ン
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
概
念
を
深
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
第
一
に
、

「
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
」
の
機
能
は
「
直
接
支
配
」
の
機
能
と
有
機
的
、
連
関
的
に
捉
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
市
民
社
会
」
と
「
国
家
」

の
次
元
で
の
機
能
と
し
て
相
対
的
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
は
、
さ
ら
に
支
配
（
武
力
的
支
配
を
ふ
く
む
）
に
対
極

さ
れ
る
「
知
的
・
道
徳
的
指
導
」
と
し
て
明
碓
化
さ
れ
、
そ
れ
は
さ
ら
に
支
配
の
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
り
か
つ
支
配
の
存
続
条
件
と
し

て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
普
遍
的
位
置
づ
け
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
に
お
け
る
支
配
ｌ

指
導
関
係
に
お
け
る
、
指
導
の
支
配
へ
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
－
を
定
位
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

で
は
、
グ
ラ
ム
シ
は
こ
の
よ
う
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
な
ぜ
に
提
起
す
る
に
至
っ
た
の
か
。

そ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
市
民
社
会
を
そ
の
主
要
な
戦
場
と
す
る
「
陣
地
戦
」
と
深
く
関
係
す
る
。
し

１
ニ
ン
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
概
念
と
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
間
の
継
承
発
展
関
係
も
こ
こ
に
こ
そ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
九
一

七
年
匹
米
刀
で
適
川
さ
れ
て
勝
利
を
も
た
ら
し
た
機
勅
戦
か
ら
西
方
で
恥
一
の
可
能
な
形
態
で
あ
る
陣
地
戦
へ
の
転
換
は
必
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
イ
リ
ッ
チ
が
理
解
し
て
い
た
と
私
に
は
思
え
る
…
…
イ
リ
ッ
チ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
方
式
を
発
展
さ
せ
る
時
間
を

（
秘
）

も
た
な
か
っ
た
」
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ー
フ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
は
な
に
よ
り
こ
の
陣
地
戦
の
具
体
的
方
式
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

陣
地
戦
ｌ
へ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
構
想
は
、
グ
ラ
ム
シ
に
お
い
て
、
二
つ
の
要
素
す
な
わ
ち
当
時
の
「
経
済
主
義
」
の
克
服
と
歴
史
的
に
は

イ
タ
リ
ア
・
ル
ソ
ル
ジ
ナ
ン
ト
に
お
け
る
「
受
動
的
革
命
」
の
教
訓
を
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。

（
釘
）

当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
経
済
主
義
は
、
グ
ラ
ム
シ
に
よ
れ
ば
、
左
右
の
立
場
す
な
わ
ち
経
済
的
自
由
主
義
の
系
誕
咽
に
た
っ
た
「
自
由
貿
易

い
う
こ
と
は
、
イ
、

（
秘
）

‐
も
た
な
か
っ
た
」
。

ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
調
）

な
い
の
で
あ
る
」 グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

四
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運
動
」
、
無
政
府
主
義
の
立
場
か
ら
の
「
理
論
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
、
そ
し
て
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義
と
し
て
の
「
史
的
経
済
主
義
」
が

あ
っ
た
。
自
由
貿
易
運
動
は
、
経
済
活
動
は
市
民
社
会
に
間
有
の
活
勤
で
あ
る
た
め
国
家
の
規
制
に
反
対
す
る
と
い
う
、
「
支
配
的
・
指

導
的
社
会
集
団
」
の
理
論
で
あ
る
。
「
こ
こ
で
指
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
支
配
階
級
の
政
党
間
の
政
権
交
代
で
あ
っ
て
、
新
し
い
政
沿
社
会

（
兜
）

の
創
設
や
編
成
で
は
な
く
、
ま
し
て
新
し
い
型
の
巾
民
社
今
云
の
則
設
や
編
成
で
は
な
い
」
。
理
論
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
代
表
す
る
の

は
、
「
こ
の
理
論
に
お
い
て
は
、
支
配
的
た
る
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
経
済
的
ｌ
同
業
組
合
的
段
階
を
こ
え
て
発
展
し
、
市
民
社
会
に
お

（
”
）

け
る
倫
理
的
、
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
そ
し
て
国
家
に
お
け
る
支
配
の
段
階
に
至
る
こ
と
を
妨
げ
る
従
属
的
災
川
」
で
あ
る
。
ま
た
「
史

的
経
済
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
主
義
的
迷
信
の
も
っ
と
も
広
ま
っ
た
形
態
の
な
か
で
、
実
践
の
哲
学
は
、
知
識
人
の
上
位
に
位
慨

（
㈹
）

す
る
人
た
ち
の
間
で
の
文
化
的
影
響
力
の
大
き
な
役
割
を
失
う
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
経
済
主
義
の

検
討
を
ふ
ま
え
た
、
グ
ラ
ム
シ
の
一
定
の
概
括
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
経
済
主
義
の
研
究
と
、
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
の
関
係
の
理
解
に
と
っ
て
参
照
す
べ
き
一
つ
は
、
『
哲
学
の
貧
困
』
の
中
の
一
節
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
組
合
の
個
々
の
構
成
員
が
も
は
や
た
ん
に
彼
ら
自
身
の
経
済
的
利
益
の
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
組
織
の
防
衛
と

発
鵬
の
た
め
に
闘
う
段
階
か
、
あ
る
社
会
的
階
級
の
発
展
に
お
け
る
範
嬰
な
段
階
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
の
関
連
に
お
い
て
、

経
済
は
「
究
極
的
に
」
の
み
歴
史
の
脈
動
力
で
あ
る
と
い
う
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
命
題
（
イ
タ
リ
ア
語
で
も
出
版
さ
れ
た
実
跳
の
獅
学
に
つ
い

て
の
二
通
の
手
紙
に
あ
る
）
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
人
が
経
済
的
領
域
で
の
闘
争
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
の
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
「
経
済
学
批
判
』
へ
の
序
言
の
命
題
と
直
接
に
関
連
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

（
Ⅲ
）

あ
る
」
。

グ
ラ
ム
シ
は
、
こ
こ
で
、
第
一
に
、
レ
ー
ニ
ン
と
同
様
に
、
個
々
の
労
働
者
が
「
経
済
主
義
」
的
限
定
を
打
破
し
自
己
の
階
級
的
発
展

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。
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を
展
開
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
第
二
に
、
さ
ら
に
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
帰
り
つ
つ
、
上
部
柵
唾
廻
と
下
部
柵

造
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
は
、
い
ま
や
国
家
い
市
民
社
会
の
横
軸
で
の
設
定
か
ら
経
済
↓
政
治
↓

意
識
と
い
う
縦
軸
に
お
け
る
設
定
に
も
拡
大
さ
れ
、
こ
の
両
者
の
接
合
の
機
能
と
し
て
位
憧
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
も
う
一
つ
の
契
機
は
、
一
八
六
一
年
か
ら
七
一
年
に
わ
た
る
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
（
イ
タ
リ
ア
統
一
国
家

形
成
）
運
動
の
歴
史
的
考
察
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
は
、
こ
の
過
程
で
、
結
局
穏
健
リ
ベ
ラ
ル
派
（
カ
ヴ
ー
ル
）
に
行
動
派
（
ガ
リ
バ
ル
デ

ィ
）
が
な
ぜ
対
抗
せ
ず
、
「
「
革
命
い
な
し
の
『
革
命
」
、
も
し
く
は
『
受
肋
的
革
命
（
ロ
ロ
朋
琢
の
『
の
ぐ
・
一
目
。
。
）
」
と
し
て
（
限
界
を
も
っ

て
）
達
成
さ
れ
た
形
態
」
に
終
っ
た
の
か
と
問
い
、
そ
れ
に
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
活
動
は
権
力
に
至
る
前
で
さ
え
あ
り
う
る
し
、
あ
ら
ね
ば

（
他
）

な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
有
効
な
指
導
性
を
発
抑
す
る
た
め
に
は
権
力
の
与
え
る
物
質
力
の
み
に
依
拠
す
る
べ
き
で
な
い
こ
と
」
と
錘
同
え
る
。

す
な
わ
ち
、
「
行
励
党
が
究
極
に
お
い
て
自
主
的
勢
力
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
し
て
少
く
と
も
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
運
励
に
も
っ
と
明
確

な
大
衆
的
民
主
的
な
性
格
を
刻
印
す
る
の
に
成
功
す
る
（
そ
れ
以
上
は
運
動
自
体
の
根
本
的
前
提
か
ら
多
分
達
成
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
）
た
め
に
は
、
穏
健
派
の
『
経
験
的
」
活
励
（
そ
れ
は
彼
ら
の
目
標
に
完
全
に
対
応
し
て
い
た
か
ら
口
さ
き
だ
け
は
綴
験
的
で
あ
っ

た
）
に
た
い
し
て
、
大
衆
の
、
な
に
よ
り
農
民
の
基
本
的
諸
要
求
を
反
映
す
る
政
治
の
有
機
的
綱
領
を
対
置
す
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。
穏
健

（
伯
）

派
の
『
自
然
発
生
的
」
牽
引
力
に
、
計
画
に
も
と
づ
く
『
組
織
さ
れ
た
」
抵
抗
と
反
峡
が
対
悩
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
」
。

こ
の
よ
う
な
、
行
動
党
に
お
け
る
「
自
主
的
勢
力
」
に
な
る
た
め
の
「
有
機
的
綱
領
」
の
欠
如
は
、
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
に
お
け
る

「
ジ
ャ
コ
パ
ン
主
義
」
の
不
在
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
ジ
ャ
コ
パ
ン
派
は
、
一
貫
し
て
革
命
を
推
進
す
る
唯
一
の
政
党
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
が
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
構
成
す
る
現
実
の
物
欲
的
諸
個
人
の
直
接
的
な
要
求
と
熱
望
を
代
表
し
た
だ
け
で
は

な
く
、
総
体
と
し
て
の
全
歴
史
的
発
展
と
し
て
の
革
命
的
運
動
を
も
代
表
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
彼
ら
は
将
来
の
要
求
と
同
様



に
、
再
度
く
り
か
え
す
と
、
か
の
特
定
の
物
欲
的
諸
個
人
の
要
求
だ
け
で
は
な
く
、
存
在
す
る
基
本
的
な
集
団
に
吸
収
さ
れ
る
は
ず
で
あ

（
“
）

っ
た
一
切
の
国
民
的
諸
集
団
の
要
求
を
も
代
表
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
」
。
し
か
る
に
、
「
行
動
党
に
は
、
こ
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、

〈
帽
）

『
指
導
的
」
政
党
に
な
る
べ
き
こ
の
確
固
と
し
た
意
士
心
に
似
た
も
の
は
、
何
一
つ
見
い
だ
せ
な
い
」
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
行
動
党
が

ト
ラ
ス
プ
オ
ル
ミ
ズ
モ

（
拍
）

穏
健
派
に
そ
の
後
も
吸
収
合
体
さ
れ
る
、
「
変
移
主
義
」
（
漸
次
的
か
つ
継
続
的
分
子
吸
収
）
」
に
帰
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
グ

ラ
ム
シ
は
、
「
受
動
的
革
命
」
と
し
て
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
の
教
訓
と
し
て
も
、
革
命
的
階
級
の
一
貫
し
た
確
固
と
し
た
指
導
性
と

し
て
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
必
要
性
、
第
一
に
、
現
在
と
未
来
を
示
す
変
革
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
示
と
、
第
二
に
、
他
の
一
切
の
社
会

集
団
の
要
求
を
代
表
す
る
自
主
組
織
の
形
成
、
を
構
想
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
「
物
質
的
」
基
盤
の
欠
如
し
た
と
こ
ろ
に

お
い
て
も
、
「
意
志
」
の
力
に
お
い
て
権
力
に
至
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
必
要
性
と
重
要
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
受
動
的
革
命
」
の

宿
命
性
を
打
破
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

グ
ラ
ム
シ
は
、
こ
の
よ
う
な
「
経
済
主
義
」
批
判
と
「
受
動
的
革
命
」
批
判
を
と
お
し
て
形
成
し
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
、
「
情
勢
分
析

と
力
関
係
」
の
考
察
に
お
い
て
、
「
下
部
構
造
と
上
部
構
造
の
関
係
」
の
問
題
と
し
て
よ
り
具
体
的
に
究
明
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
ま
さ

に
「
陣
地
戦
」
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
確
立
の
方
法
的
提
示
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
〃
）

こ
の
観
点
か
ら
の
「
力
関
係
」
は
つ
ぎ
の
一
二
段
階
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
客
観
的
で
、
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し

た
下
部
構
造
に
密
接
に
連
関
し
た
、
厳
密
な
あ
る
い
は
自
然
科
学
の
学
問
体
系
に
よ
っ
て
測
ら
れ
う
る
、
社
会
的
諸
勢
力
間
の
関
係
」
、

②
「
こ
れ
に
続
く
モ
メ
ン
ト
は
、
政
治
的
諸
勢
力
間
の
関
係
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
諸
階
級
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ

る
等
質
性
、
自
己
意
識
、
組
織
化
の
水
準
の
評
価
で
あ
る
」
、
③
「
第
三
の
モ
メ
ン
ト
は
、
時
ど
き
直
接
的
に
決
定
的
な
も
の
と
な
る
軍

事
的
諸
勢
力
間
の
関
係
で
あ
る
（
歴
史
的
発
展
は
、
第
二
の
モ
メ
ン
ト
を
媒
介
と
し
て
、
第
一
と
第
三
の
モ
メ
ン
ト
の
間
を
つ
ね
に
振
動

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。
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し
て
い
る
）
」
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
こ
の
歴
史
の
発
展
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
第
二
段
階
を
重
視
す
る
。
こ
の
段
階
も

「
集
団
的
政
治
意
識
の
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
」
に
応
じ
て
さ
ら
に
三
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。
「
最
初
の
最
も
基
礎
的
な
も
の
は
、
経
済
的
ｌ
同

業
組
合
的
水
準
」
で
あ
り
、
「
職
業
的
集
団
の
統
一
と
等
質
性
、
そ
の
組
織
化
の
必
要
の
意
識
」
に
と
ど
ま
る
。
第
二
の
段
階
で
は
「
意

識
は
、
あ
る
社
会
階
級
の
全
柵
成
員
間
の
利
害
に
つ
い
て
の
団
結
に
至
る
。
し
か
し
、
ま
だ
純
粋
に
経
済
的
領
域
に
と
ど
ま
る
」
。
第
三

段
階
に
お
い
て
は
、
「
同
業
組
合
的
意
識
が
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
発
展
に
お
い
て
、
純
粋
に
経
済
的
階
級
と
し
て
の
同
業
組
合
的
限
界

を
超
克
し
、
他
の
従
属
的
染
団
の
利
害
と
も
な
り
え
る
し
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
に
至
る
。
こ
れ
は
、
最
も
純
粋
に
政
治
的
局
面

で
あ
り
、
下
部
構
造
か
ら
複
雑
な
諸
上
部
構
造
へ
の
決
定
的
な
移
行
を
現
す
。
こ
の
局
面
に
お
い
て
以
前
に
発
芽
し
て
い
た
諸
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
『
党
」
と
な
り
、
対
立
と
抗
争
に
至
り
、
つ
い
に
は
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
つ
も
し
く
は
少
く
と
も
一
つ
の
組
み
合
せ
が

優
位
を
占
め
優
勢
と
な
り
、
社
会
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
た
ん
に
経
済
的
、
政
治
的
目
標
の
一
致
だ
け
で
は
な
く
、
知
的

道
徳
的
な
統
一
を
も
た
ら
し
、
闘
争
を
換
起
す
る
全
て
の
問
題
を
同
業
組
合
的
水
準
で
は
な
い
『
普
遍
的
」
な
水
準
に
提
起
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
一
連
の
従
属
的
諸
集
団
に
た
い
す
る
基
本
的
社
会
集
団
の
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
を
創
出
す
る
。
国
家
は
、
ま
さ
に
、
自
己
の
最
大
限
の
拡

大
に
と
っ
て
の
有
利
な
諸
条
件
を
削
設
す
る
こ
と
を
巡
命
づ
け
ら
れ
た
、
あ
る
特
別
な
染
団
の
機
榊
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
に
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
特
質
と
意
図
は
明
確
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
が
「
下
部
構

造
」
と
「
上
部
柵
造
」
を
媒
介
す
る
主
体
（
変
革
階
級
）
形
成
論
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
主
体
形
成
が
、

「
経
済
」
の
領
域
か
ら
「
政
治
」
の
領
域
に
至
る
過
程
、
偏
狭
な
「
同
業
組
合
的
意
識
」
か
ら
「
普
遍
的
意
識
」
に
至
る
過
程
で
の
、
能

動
的
「
意
識
」
活
励
と
し
て
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
す
な
わ
ち
「
知
的
道
徳
的
指
導
」
の
決
定
的
な
並
典
性
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三

に
、
変
革
的
階
級
が
「
普
遍
的
」
な
地
位
に
立
つ
必
要
性
と
必
然
性
の
ゆ
え
に
、
他
集
団
へ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
の
統
一
戦
線
論
が
併



ま
ず
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
提
起
し
た
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
を
、
端
的
に
「
破
局
へ
と
向
か
っ
て
い
く
諸
勢
力
間
の
均
衡
に

（
旧
）

よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
歴
史
的
、
社
会
的
状
況
を
、
一
人
の
偉
大
な
人
格
の
「
裁
定
」
に
託
す
る
特
殊
な
解
決
」
と
捉
、
え
つ
つ
、
こ
れ

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
価
す
る
。
「
現
代
世
界
で
は
、
破
局
的
な
見
通
し
を
と
も
な
う
均
衡
は
、
激
し
い
流
血
の
争
い
の
過
程
の
後
に
も
蛾

終
局
面
で
は
融
合
し
統
一
し
う
る
勢
力
間
に
は
生
じ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
立
が
歴
史
的
に
解
決
不
可
能
で
あ
り
、
カ
エ
サ
ル
的
形

態
の
出
現
に
よ
っ
て
と
く
に
深
化
す
る
よ
う
な
勢
力
間
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
世
界
に
お
い
て
カ
エ
サ
ル
主
義
は
、

国
家
と
そ
の
世
界
構
造
に
お
け
る
比
璽
に
よ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
、
一
種
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
社
会
形
態
は
、

『
い
つ
も
』
発
展
と
組
織
的
雌
備
の
さ
ら
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
と
く
に
、
そ
の
特
殊
な
性
格
と
生
活
様
式
の
結
果
と
し
て

（
⑲
）

の
対
抗
的
な
進
歩
勢
力
の
弱
さ
を
指
摘
し
う
る
。
支
配
的
な
社
会
形
態
が
こ
の
弱
さ
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
」
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
グ
ラ
ム
シ
が
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
向
か
っ
て
語
っ
た
言
葉
の
よ
う
に
み
え
る
。
現
代
に
お
い
て
は
す
で
に
カ
エ
サ
ル
主
義

、
、

は
基
本
的
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
組
織
的
整
備
」
す
な
わ
ち
官
僚
的
支
配
の
増
大
の
状
況
で
の
進
歩
的
勢
力
の
抑
止
の
形
態

に
お
い
て
は
、
そ
の
存
在
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
ｑ

四
七

つ
ぎ
に
、
問
題
Ⅵ

あ
る
。
こ
の
問
題
」

な
す
問
題
で
あ
る
。

ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

せ
て
必
須
の
条
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
れ
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
概
念
を
、
現
代
に
お
け

る
市
民
社
会
を
地
盤
と
し
た
陣
地
戦
の
固
有
の
武
器
と
し
て
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
と
し
て
、
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

に
、
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
変
革
階
級
の
さ
ら
な
る
中
軸
的
主
体
と
し
て
の
「
政
党
」
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
問
題
で

こ
の
問
題
は
、
官
僚
制
支
配
と
そ
の
打
破
の
方
向
と
し
て
の
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
を
提
起
し
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
理
論
と
の
結
接
を



グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

四
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で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
中
心
的
主
体
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
の
か
。

こ
の
問
題
は
グ
ラ
ム
シ
の
基
本
問
題
で
あ
り
、
彼
の
「
獄
中
ノ
ー
ト
」
の
中
心
を
な
す
「
新
君
主
論
」
は
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
『
君
主
論
』

、
、
℃
、
、

の
現
代
的
解
読
と
し
て
の
、
現
代
政
党
論
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
説
く
》
」
と
は

新
国
家
建
設
の
た
め
に
「
君
主
は
い
か
に
民
衆
を
導
く
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
「
現
代
の
君
主
、
神
話
ｌ
君
主
は
、
一
人

の
実
在
の
人
物
、
具
体
的
個
人
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
組
織
で
あ
り
、
す
で
に
存
在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
自
己
の
拡
大
に
向

か
っ
て
活
動
し
て
い
る
集
団
的
意
志
が
具
体
的
な
形
態
を
と
り
始
め
る
、
社
会
の
複
雑
な
一
要
素
で
あ
る
。
歴
史
は
す
で
に
こ
の
組
織
を

（
釦
）

存
在
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
政
党
な
の
で
あ
る
」
。
こ
の
う
え
で
、
グ
ー
フ
ム
シ
は
、
こ
の
現
代
の
君
主
の
任
務
を
規
定
す
る
。
「
現

代
の
君
主
は
、
知
的
道
徳
的
改
革
の
提
唱
者
、
組
織
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
知
的
道
徳
的
改
革
こ

そ
が
、
国
民
大
衆
の
集
団
的
意
志
が
現
代
文
明
の
総
体
的
、
最
高
形
態
の
実
現
に
向
か
う
継
続
的
発
展
の
地
盤
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
基
本
点
、
ｌ
現
代
の
君
主
が
同
臓
に
そ
の
組
織
肴
で
あ
り
蓬
的
な
活
動
的
な
壼
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国
民
大
衆
の
集

団
意
志
の
形
成
、
そ
し
て
知
的
道
徳
的
改
革
ｌ
‐
ｌ
が
全
体
的
任
務
を
枇
成
す
る
。
…
…
文
化
的
な
改
革
や
社
会
の
抑
圧
さ
れ
た
階
胸
の
地

位
の
文
化
的
向
上
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
経
済
改
球
や
社
会
的
経
済
的
領
域
に
お
け
る
彼
ら
の
地
位
の
変
化
を
抜
き
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う

か
。
文
化
的
道
徳
的
改
革
は
経
済
的
改
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
、
経
済
改
革
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
副
）

は
、
正
確
に
あ
ら
ゆ
る
知
的
道
徳
的
改
革
が
実
現
す
る
具
体
的
形
態
な
の
で
あ
る
」
。

グ
ラ
ム
シ
の
現
代
の
君
主
た
る
変
革
政
党
の
概
念
と
そ
こ
で
の
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
の
機
能
に
つ
い
て
の
規
定
は
こ
こ
に
明
確
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ま
ず
な
に
よ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
現
代
の
カ
リ
ス
マ
的
人
物
に
よ
る
「
カ
エ
サ
ル
主
義
」
に
反
対
し
、
そ
れ
を
大
衆
自
体
の

「
集
団
的
意
志
」
の
「
組
織
」
化
と
捉
え
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
中
で
生
起
し
た
「
政
党
」
が
今
度
は
そ
の
集
団
的
意
志
の
新
た
な
組
織
者



と
な
り
知
的
道
徳
的
改
革
の
推
進
者
と
な
る
こ
と
、
だ
が
、
こ
の
知
的
道
徳
的
改
革
は
経
済
改
革
と
結
ぱ
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
前
者

は
後
者
の
具
体
的
形
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

、
も

の
推
進
者
た
る
政
党
の
位
置
づ
け
が
、
ウ
エ
ー
パ
ー
の
よ
う
に
狭
い
意
味
で
の
「
政
治
」
や
「
議
会
」
に
限
定
さ
れ
ず
、
歴
史
に
お
け
る

生
成
と
大
衆
の
集
団
的
意
志
の
中
核
と
し
て
、
き
わ
め
て
巨
視
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
が
知
的
道

徳
的
改
革
と
経
済
的
改
革
、
す
な
わ
ち
「
意
識
」
と
「
物
質
」
の
変
球
の
結
接
を
な
す
も
の
と
し
て
位
慨
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
こ
に
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
本
質
的
機
能
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
概
括
を
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

グ
ラ
ム
シ
は
自
ら
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
哲
学
の
問
題
と
し
て
肢
終
的
に
規
定
す
る
。
「
「
経
済
学
批
判
」
の
序
言
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
、

人
は
下
部
構
造
の
矛
盾
を
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
レ
ベ
ル
で
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
命
題
は
、
認
識
論
的
価
値
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、

た
ん
に
心
理
的
道
徳
的
価
値
を
も
つ
の
で
は
な
い
こ
と
の
確
認
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
装
置
の
実
現
は
、
そ
れ

が
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
地
盤
を
川
川
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
懲
識
と
認
識
方
法
の
改
鞭
を
規
定
す
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
認
識
の

事
実
で
あ
り
、
哲
学
的
事
実
で
あ
る
。
…
…
下
部
構
造
と
上
部
構
造
は
一
つ
の
「
歴
史
的
ブ
ロ
ッ
ク
」
を
形
づ
く
る
。
す
な
わ
ち
、
上
部

構
造
の
複
雑
で
、
矛
府
的
で
不
均
衡
な
総
体
は
、
生
産
の
社
会
的
関
係
の
総
体
の
反
映
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
統
合

（
舵
）

的
体
系
だ
け
が
、
下
部
柵
造
の
矛
盾
の
〈
口
哩
的
反
映
を
与
え
、
そ
の
実
践
的
変
革
の
た
め
の
客
観
的
諸
条
件
の
存
在
を
表
現
す
る
」
。
「
た

ん
に
経
済
的
（
あ
る
い
は
利
己
的
、
情
念
的
な
）
契
機
か
ら
の
倫
理
的
、
政
治
的
契
機
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
下
部
構
造
か
ら
上
部
構
造

へ
の
す
ぐ
れ
た
浄
化
作
用
を
示
す
た
め
に
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
え
よ
う
。
こ
の
用
語
は
ま
た
、
「
客
観
的
な
も
の
か
ら
主

（
則
）

観
的
な
も
の
へ
」
そ
し
て
「
必
然
か
ら
自
由
へ
」
の
移
行
も
意
味
す
る
」
。

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

四
九



③
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
展
開

「
客
観
的
な
も
の
」
か
ら
「
主
観
的
な
も
の
」
へ
媒
介
す
る
知
的
、
道
徳
的
変
革
の
活
動
と
し
て
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
を
確
立
し
た
う
え

で
、
グ
ラ
ム
シ
は
そ
れ
を
具
体
的
に
展
開
す
る
方
法
と
し
て
、
と
り
わ
け
哲
学
、
知
識
人
の
問
題
に
つ
い
て
思
索
し
、
そ
れ
ら
の
概
念
と

機
能
に
つ
い
て
吟
味
す
る
。
グ
ラ
ム
シ
の
観
点
か
ら
す
る
こ
れ
ら
の
考
察
は
、
従
来
の
把
握
を
大
き
く
深
化
、
拡
大
す
る
も
の
と
し
て
、

現
代
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
グ
ラ
ム
シ
の
哲
学
観
を
み
よ
う
。

グ
ラ
ム
シ
に
と
っ
て
、
ま
ず
「
哲
学
は
批
判
で
あ
り
、
宗
教
と
「
常
識
」
の
克
服
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
哲
学
は
「
常

（
弱
）

識
」
に
対
立
す
る
「
良
識
」
と
一
致
す
る
」
。
そ
の
た
め
に
は
、
哲
学
は
「
素
朴
な
人
々
」
と
の
接
触
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
哲
学
的
活
励
は
、
ま
さ
し
く
、
限
定
さ
れ
た
知
的
集
団
の
間
で
専
門
的
教
養
を
形
成
す
る
こ
と
に
専
念
さ
れ
て
い
る
と
き
な
の
か
、
む

し
ろ
、
『
常
識
」
よ
り
も
高
く
科
学
的
段
階
に
密
濡
し
た
思
想
形
態
を
形
成
す
る
過
程
に
お
い
て
、
「
素
朴
な
人
々
」
と
の
接
触
を
決
し
て

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。

五
○

グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
は
、
こ
こ
に
災
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
ん
に
政
治
理
論
や
戦
術
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
別
）

、
、

そ
れ
は
、
本
来
一
つ
の
「
歴
史
的
ブ
ロ
ッ
ク
」
を
な
し
て
い
る
、
経
済
と
政
治
、
下
部
構
造
と
上
部
構
造
の
矛
盾
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お

も
、
，
ｂ
、
、

い
て
認
識
し
、
自
覚
化
し
、
変
革
的
に
実
現
し
て
ゆ
く
集
団
的
実
践
主
体
の
媒
介
的
活
動
過
程
の
総
体
な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の

全
活
勅
、
「
客
観
的
な
も
の
か
ら
主
観
的
な
も
の
Ｃ
「
必
然
か
ら
自
由
へ
」
の
過
程
は
、
ま
さ
に
人
間
に
の
み
固
有
の
活
動
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
グ
ラ
ム
シ
は
そ
れ
を
「
哲
学
的
事
実
」
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
獄
中
で
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
思
索
は
、
グ
ラ
ム
シ
に
と
っ

て
人
氏
大
衆
に
よ
る
人
間
的
向
山
と
解
放
へ
の
確
信
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。



忘
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
接
触
の
な
か
で
研
究
し
解
決
す
る
べ
き
問
題
の
源
泉
を
見
出
す
と
き
の
み
、
哲
学
的
活
動
と
よ
び
う
る
の
か
。
た

だ
、
こ
の
接
触
の
み
に
よ
っ
て
、
哲
学
は
「
歴
史
的
」
な
も
の
と
な
り
、
個
人
的
性
格
の
主
知
主
義
的
要
素
を
純
化
し
、
「
活
力
」
と
な

（
卵
）

る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
過
程
は
「
政
治
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
〈
口
と
は
異
な
る
「
政
治
的
」
な
も
の

で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
民
衆
と
知
識
人
を
「
政
治
」
（
す
な
わ
ち
教
会
）
の
限
界
を
超
え
ぬ
よ
う
「
鉄
の
規
律
（
目
】
８
コ
＆
凶
‐

（
釘
）

ロ
ー
『
口
の
）
」
を
課
す
る
。
だ
が
、
「
実
戦
の
哲
学
の
立
場
は
、
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
の
正
反
対
で
あ
る
。
実
践
の
哲
学
は
「
素
朴
な

人
々
」
を
常
識
と
い
う
初
歩
的
な
哲
学
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
を
よ
り
高
い
人
生
観
に
導
こ
う
と
す
る
。
実
践
の
哲
学
が
知
識

人
と
民
衆
と
の
接
触
の
必
要
を
説
く
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
学
問
的
活
動
を
制
限
し
た
り
、
大
衆
の
低
い
レ
ベ
ル
で
の
両
者
の
統
一
を

維
持
す
る
た
め
で
は
な
く
、
ま
さ
に
、
知
識
人
の
小
染
団
だ
け
で
は
な
く
、
大
衆
の
知
的
進
歩
を
政
治
的
に
可
能
に
す
る
知
的
道
徳
的
プ

（
兜
）

ロ
ッ
ク
を
構
築
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
実
践
の
哲
学
」
と
は
、
「
獄
中
ノ
ー
ト
」
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
別
名
で
あ
る
が
、
哲
学
そ
し
て
な
に
よ
り

実
践
の
哲
学
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
武
器
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
批
判
」
の
機
能
と
し
て
の
哲
学
は
、
民
衆
と
の
接
触
を
媒
介
と
し

て
、
「
歴
史
性
」
と
「
政
治
性
」
を
獲
得
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
哲
学
は
個
人
主
義
的
、
主
知
主
義
的

性
格
を
脱
却
し
、
自
ら
、
知
識
人
と
民
衆
の
統
一
の
媒
体
と
な
る
。
グ
ラ
ム
シ
の
「
実
践
の
哲
学
」
は
、
た
ん
に
獄
中
で
の
奴
隷
の
言
葉

で
は
な
い
、
そ
の
本
性
を
表
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

だ
が
、
グ
ラ
ム
シ
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
の
哲
学
の
貫
徹
、
す
な
わ
ち
民
衆
の
意
識
の
発
展
の
過
程
は
、
下
部
構
造
と
意
識
を

、
、

結
接
す
る
政
治
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
は
、
意
識
の
発
展
は
、
内
容
的
に
は
構
造
↓
政
治
↓
意
識
の
過

程
と
し
て
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
活
動
が
固
有
に
政
治
的
機
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
哲
学
も
ま
た
政
治
的
で

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
ロ

五
一



グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
い

五
二

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
逆
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
も
哲
学
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
グ
ラ
ム
シ
は
理
論
と
実
践
の
統
一
の
過
狸
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
。
大
衆
は
「
二
つ
の
理
論
的
意
識
（
も
し
く
は
一
つ
の
矛
盾
し
た
意
識
）
」
を
も
つ
が
、
．
っ
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
彼

の
行
動
に
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
現
実
の
実
践
的
変
革
に
お
い
て
彼
の
仲
間
と
結
合
し
て
い
る
意
識
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
過

（
刃
）

去
か
ら
受
け
継
ぎ
無
批
判
的
に
同
化
し
て
き
た
、
表
面
上
は
明
一
水
的
な
、
言
葉
の
上
だ
け
の
意
識
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
は
、
「
歴
史
的
に
組
織
さ
れ
た
、
所
与
の
柵
造
に
た
い
し
て
必
然
的
で
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
恐
意
的
な
、
合
理
主
義
的
な
、
「
欲

〈
帥
）

せ
ら
れ
た
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
批
判
的
な
自
己
認
識
は
、
現
実
に
つ
い
て
の
、
己
の
観
念
の
よ
り
高
い

レ
ベ
ル
を
達
成
す
る
た
め
に
、
般
初
は
倫
皿
の
領
域
で
そ
し
て
政
沿
の
領
域
で
、
政
治
的
『
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
の
、
対
立
す
る
指
灘
の
闘
争

を
と
お
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
主
導
的
な
勢
力
（
汀
凋
の
３
．
日
、
喘
・
『
８
）
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
意
識
（
す
な
わ
ち
政

治
的
意
識
）
は
、
さ
ら
に
前
進
し
て
ゆ
く
自
己
意
識
に
と
っ
て
、
理
論
と
実
践
が
最
終
的
に
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
最
初
の
段
階
で
あ
る
。

…
…
こ
の
こ
と
こ
そ
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
の
政
治
的
発
展
が
、
政
沿
的
実
践
的
な
前
進
と
同
様
に
、
大
き
な
哲
学
的
前
進
を
現
す
と
い
う

（
川
）

こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
班
山
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
は
、
哲
学
と
政
治
の
関
係
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
、
こ
こ
で
の
「
政
治
」
的
な
も
の
は
、
ま
ず
「
構

造
」
的
な
も
の
を
「
意
識
」
に
も
た
ら
す
広
義
な
政
沿
的
概
念
と
し
て
の
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
活
動
を
折
し
て
い
る
。
狭
義
の
政
治
概
念
は
、

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
そ
の
指
導
の
内
容
と
方
向
に
お
い
て
闘
わ
れ
て
い
る
現
場
と
し
て
の
政
治
領
域
で
あ
る
。
哲
学
は
自
ら
、
広
義
の
政
治
的

ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
活
動
の
中
心
を
担
う
も
の
で
あ
る
が
、
自
ら
の
そ
の
使
命
の
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
固
有
の
「
倫
理
的
」
領
域

だ
け
で
は
な
く
、
狭
義
の
政
治
の
領
域
へ
と
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
が
、
主
観
的
、
恐
意
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
、
客
観
的
、

構
造
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
進
展
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
其
の
「
政
治
的
」
意
識
（
主
導
的
勢
力
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
）
を
契
機
と



「
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
集
団
は
、
経
済
的
生
産
の
世
界
に
お
け
る
本
質
的
な
機
能
を
固
有
の
地
盤
と
し
て
成
立
す
る
が
、
自
己
と
同
時
に
、

有
機
的
に
一
つ
か
そ
れ
以
上
の
知
識
人
層
を
形
成
す
る
。
こ
の
知
識
人
層
は
、
経
済
的
領
域
だ
け
で
は
な
く
社
会
的
政
治
的
領
域
に
お
い

（
い
）

て
も
、
そ
の
集
団
の
等
質
性
と
機
能
に
つ
い
て
の
意
識
を
与
え
る
」
。
「
す
べ
て
の
新
し
い
階
級
が
自
己
自
身
と
と
も
に
形
成
し
、
自
ら
の

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

五
三

つ
ぎ
に
、
グ
ラ
ム
シ
の
知
識
人
論
を
検
討
し
よ
う
。
彼
に
お
い
て
は
、
知
識
人
こ
そ
は
市
民
社
会
に
お
い
て
直
接
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
機

能
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
ま
ず
、
知
識
人
の
機
能
を
き
わ
め
て
大
き
く
拡
張
し
て
位
趣
づ
け
る
。
「
知

識
人
た
ち
は
、
社
会
的
ヘ
ゲ
モ
ー
ー
ー
と
政
治
的
統
治
の
副
次
的
機
能
を
行
使
す
る
、
支
配
集
団
の
『
代
理
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
能

は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
ｌ
、
支
配
的
基
本
集
団
に
よ
っ
て
社
会
生
活
に
課
せ
ら
れ
る
一
般
的
指
導
に
対
す
る
住
民
大
衆
が
与
え
る
「
自

発
的
」
同
意
、
こ
の
同
意
は
、
支
配
集
団
が
生
産
世
界
に
お
け
る
位
置
と
機
能
に
よ
っ
て
享
受
す
る
威
信
（
そ
の
結
果
と
し
て
の
自
信
）

か
ら
「
歴
史
的
に
」
生
起
す
る
。
２
、
能
動
的
で
あ
れ
受
動
的
で
あ
れ
「
同
意
」
し
な
い
諸
集
団
を
「
法
的
Ｅ
規
制
す
る
国
家
の
強
制

装
置
。
こ
れ
ら
の
装
置
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
自
発
的
な
同
意
が
失
な
わ
れ
た
と
き
の
命
令
と
指
導
の
危
機
の
瞬
間
を
予
想
し
て
、
全
社

（
曲
）

会
に
設
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
知
識
人
は
、
被
支
配
者
の
「
同
一
息
」
と
「
強
制
」
を
行
使
す
る
支
配
集
団
の
代
理
人
と

し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
的
知
識
人
の
位
椴
づ
け
や
機
能
の
解
明
か
ら
、
つ
ぎ
に
知
識
人
一
般
と
そ
れ
を
生
み
だ
す
社
会
集

し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
』

団
と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
る
。

（
⑰
）

だ
ろ
う
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、
個
的
な
自
己
認
識
、
主
体
的
意
識
が
、
実
践
的
に
独
得
さ
れ
る
階
級
的
連
帯
意
識
を
媒
介
と
し
て

の
み
、
客
観
的
認
識
を
ふ
ま
え
た
普
遍
的
意
識
に
至
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ

ー
と
し
て
の
哲
学
の
設
定
こ
そ
、
実
践
の
哲
学
自
体
の
と
く
に
政
治
的
機
能
に
つ
い
て
の
新
た
な
意
義
づ
け
を
達
成
し
た
も
の
と
い
え
る



グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
○

五
四

発
展
の
過
程
に
お
い
て
き
た
え
上
げ
る
「
有
機
的
知
識
人
」
た
ち
（
・
日
口
已
◎
旨
（
の
］
］
の
ｎ
日
口
］
い
）
は
、
多
く
の
場
合
こ
の
新
し
い
階
級
が

（
侭
）

生
み
だ
し
た
新
し
い
社
会
的
タ
イ
プ
の
初
源
的
活
動
の
部
分
的
諸
側
面
の
「
専
門
化
』
で
あ
る
」
。
グ
ー
フ
ム
シ
に
お
け
る
、
こ
の
有
機
的

知
識
人
の
概
念
は
従
来
の
知
識
人
論
へ
の
重
要
な
革
新
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
新
し
い
知
識
人
の
生
成
と
機
能
を
、
そ
の
基
盤
と
な

る
階
級
の
新
し
い
社
会
的
活
動
の
「
専
門
化
」
と
し
て
捉
え
る
観
点
は
、
知
識
人
の
階
級
的
発
生
基
盤
と
そ
の
歴
史
的
、
社
会
的
機
能
に

つ
い
て
の
本
質
的
な
解
明
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
知
識
人
の
歴
史
的
、
社
会
的
基
盤
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
知
識
人
た
ち
の
存
在
形
態
が
分
析
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各

時
代
の
新
し
い
「
有
機
的
知
識
人
」
に
た
い
し
て
、
先
行
の
「
紐
済
術
造
」
に
根
ざ
す
「
伝
統
的
知
識
人
（
［
３
日
目
ロ
ロ
ー
】
貝
の
｝
一
月
，

日
巳
⑪
）
」
が
存
在
す
る
。
伝
統
的
知
識
人
た
ち
は
、
中
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
歴
史
的
迎
続
性
」
を
代
表
す
る
者
と
認
じ
、
自
分
を

（
鮪
）

「
支
配
的
社
〈
玄
集
団
か
ら
自
律
的
で
独
立
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
」
。
し
か
し
、
グ
ラ
ム
シ
に
と
っ
て
、
社
会
集
団
の
活
動
と
は
独
立
で
自

律
的
な
知
的
活
動
は
あ
り
え
な
い
。
彼
は
、
こ
の
二
つ
の
活
動
を
区
別
す
る
規
耶
に
つ
い
て
い
う
。
「
股
も
広
ま
っ
て
い
る
方
法
的
誤
り

は
、
こ
の
区
別
の
規
準
を
知
的
活
動
の
内
部
的
本
性
に
求
め
て
、
こ
の
知
的
活
動
（
そ
し
て
、
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
知
的
集
剛
）
が
社

（
町
）

会
的
諸
関
係
の
総
体
の
う
ち
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
て
こ
な
か
っ
た
誤
り
に
あ
る
と
思
え
る
」
。
知
識
人
の
機
能
は
、
そ
の
内
的

な
知
的
活
動
に
お
い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
社
会
的
関
係
に
お
け
る
位
憧
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、
、
、

こ
の
よ
う
な
、
知
識
人
の
社
会
的
機
能
を
軸
と
し
て
、
グ
ラ
ム
シ
は
知
識
人
と
非
知
識
人
の
区
別
と
連
関
を
さ
ら
に
追
求
す
る
。
「
す

べ
て
の
人
間
は
知
識
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
す
べ
て
の
人
間
が
社
会
に
お
い
て
知
識
人
の
機
能
を
果
す
わ
け
で

は
な
い
。
知
識
人
と
非
知
識
人
を
区
別
す
る
と
き
、
実
際
に
は
知
識
人
と
い
う
専
門
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
直
接
的
な
社
会
的
機
能
に
つ
い
て

だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
職
業
的
活
動
が
知
的
彫
琢
の
方
向
か
筋
肉
的
神
経
的
努
力
に
比
重
が
あ
る
か



が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
知
的
ｌ
頭
脳
的
彫
琢
と
筋
肉
的
ｌ
神
経
的
努
力
と
の
関
係
は
い
つ
も
同
じ
で
は
な
く
、
し
た
が

っ
て
特
殊
な
知
的
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
知
的
な
も
の
の
参
加
が
除
か
れ
う
る
人
間
活
動
は
な
い
の
で
あ

（
鯛
）

り
、
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
と
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
を
切
り
は
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
す
べ
て
の
人
間
は
知
識
人
で
あ
る
と
い
う
〈
叩
題

は
、
知
識
人
と
非
知
識
人
の
区
別
は
、
彼
ら
に
お
け
る
知
的
彫
琢
か
筋
肉
的
努
力
の
職
業
的
分
化
に
の
み
基
づ
く
と
い
う
こ
と
、
ま
た
人

、
、
、

、
、
、

間
は
同
時
に
工
作
人
で
あ
り
思
考
人
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
》
」
の
観
点
は
、
次
代
の
新
し
い
知
識
人
の
形
成

を
、
こ
の
二
つ
の
方
向
の
高
い
次
元
に
お
け
る
均
衡
と
、
そ
の
現
実
的
基
盤
に
求
め
ら
れ
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
新
し
い
知
識
人
層
を
形
成
す
る
問
題
は
、
全
て
の
人
に
あ
る
程
度
の
発
展
段
階
に
お
い
て
存
在
す
る
知
的
活
勤
を
批

判
的
に
彫
琢
し
、
そ
れ
と
筋
肉
的
ｌ
神
経
的
努
力
と
の
関
係
を
新
し
い
均
衡
へ
向
け
て
調
整
し
、
筋
肉
的
ｌ
神
経
的
努
力
が
た
え
ず
物
理

的
ｌ
社
会
的
世
界
を
革
新
す
る
全
般
的
実
践
的
活
動
の
一
要
素
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
新
し
い
全
体
的
世
界
観
の
基
盤
に
す
る
こ
と
に

あ
る
。
・
・
…
・
現
代
の
世
界
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
も
素
朴
で
不
充
分
な
水
準
に
お
い
て
さ
え
あ
る
工
業
労
働
と
密
接
に
結
合
さ
れ
た
技
術

（
田
）

教
育
が
新
し
い
型
の
知
識
人
の
基
盤
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
、
ｂ
な
い
」
。

こ
う
し
て
、
い
ま
や
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
新
し
い
型
の
有
機
的
知
識
人
の
生
成
を
工
業
労
働
と
技
術
教
育
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
労
働
者
階
級
の
生
み
だ
す
知
識
人
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
新
し
い
有
機
的
知
識
人
は
、
い
ま
や
「
技
術
ｌ
労
働
か
ら

技
術
ｌ
科
学
へ
、
歴
史
の
人
間
主
義
的
思
想
へ
進
む
。
そ
れ
な
し
に
は
、
「
専
門
家
」
に
と
ど
ま
り
、
「
指
導
者
」
（
専
門
的
か
つ
政
治
的
）

（
、
）

に
は
な
れ
な
い
」
。
こ
の
よ
う
な
、
専
門
的
で
あ
り
政
治
的
で
も
あ
る
知
識
人
こ
そ
、
あ
の
「
知
的
道
徳
的
改
革
の
提
唱
者
、
組
織
者
」

た
る
現
代
の
君
主
の
具
体
的
形
態
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
て
、
グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
と
そ
こ
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
論
の
展
開
の
過
程
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

五
五



グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。

五
六

お
こ
な
っ
た
。
概
し
て
い
う
な
ら
、
彼
は
第
一
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
、
市
民
社
会
論
を
現
代
的
に
再
編
し
、
国
家
に
お

け
る
「
経
済
と
政
治
の
接
木
」
た
る
市
民
社
会
的
契
機
を
重
心
と
し
た
具
体
的
で
現
実
的
な
革
命
論
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
第
二
に
、
レ

ー
ニ
ン
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
変
革
論
を
批
判
的
に
継
承
し
つ
つ
、
現
代
に
お
け
る
市
民
社
会
で
の
変
革
の
中
軸
的
方
法
を
「
知
的
道
徳
的
改

革
」
た
る
へ
ゲ
モ
ニ
ー
論
と
し
て
設
定
し
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
継
承
す
べ
き
貴
重
な
、
世
界
と
人
間
変
革
の
た
め

、
、
、
、
、

の
実
践
の
哲
学
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）
幻
鳥
旦
曽
蕩
、
ご
ミ
ヘ
青
軍
身
。
苫
乏
蔦
Ｇ
８
汀
＆
聾
員
・
苫
ど
の
ミ
ミ
②
３
℃
・
巴
、
「
選
集
」
、
①
二
八
一
ペ
ー
ジ
、

（
２
）
冒
具
ロ
・
扇
、
同
右
、
①
一
九
二
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
（
＆
の
ロ
ｎ
日
目
『
・
の
の
厄
『
。
」
の
日
『
嵐
（
の
）
」
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
「
独
裁
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
が
、

最
近
、
「
執
権
」
ま
た
「
権
力
」
と
改
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
」
の
ま
ま
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
関
連
で
、
「
暴

力
革
命
」
も
「
撒
力
革
命
」
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
川
語
全
体
の
「
再
検
討
」
の
方
向
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
前
川
達
男
「
現
代
溢
本
主

義
国
家
論
」
「
識
座
史
的
唯
物
論
と
現
代
」
５
（
満
水
識
店
、
一
九
七
八
年
）
所
収
、
六
三
’
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
４
）
「
レ
ー
ニ
ン
全
集
」
大
月
替
店
版
、
二
五
巻
、
四
三
六
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
レ
ー
ニ
ン
の
「
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー
ラ
概
念
」
の
相
異
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
不
破
哲
三
「
科
学
的
社
会
主
義
と

執
権
問
題
」
、
「
科
学
的
社
会
主
義
研
究
」
（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）
所
収
、
参
照
。
こ
こ
で
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
、
デ
ィ
ク
タ
ッ
ー

ラ
を
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
同
様
に
「
国
家
権
力
の
階
級
的
本
質
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
場
合
と
、
「
ロ
シ
ア
革
命
の
独

特
の
発
展
過
程
や
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
の
歴
史
的
条
件
の
反
映
」
と
し
て
、
そ
れ
を
「
国
家
権
力
の
特
殊
な
形
態
」
と
特
徴
づ
け
る
概

念
と
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
上
、
九
八
－
一
○
二
ペ
ー
ジ
）
。

（
６
）
旨
・
向
・
弓
・
・
国
口
己
・
崖
の
。
］
Ｓ
「
全
染
」
一
八
巻
、
一
五
八
ペ
ー
ジ
。
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（
ｕ
）
と
く
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
制
と
合
理
化
に
つ
い
て
は
、
【
“
『
一
Ｆ
○
三
『
畳
ミ
貝
二
９
９
§
回
｛
〔
冑
ミ
ミ
ロ
量
ご
笛
（
柴
田
治
三
郎
他
訳

「
ウ
ェ
１
バ
ー
と
マ
ル
ク
ス
」
未
来
社
、
一
九
六
六
）
、
ま
た
、
政
治
理
論
に
つ
い
て
は
、
ロ
ロ
ぐ
国
、
の
の
昏
口
日
》
ご
同
一
｝
３
ｓ
§
回
誉

曰
》
§
］
ミ
ミ
ミ
侭
冒
専
一
葛
爾
巳
『
←
（
住
谷
一
彦
他
訳
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
近
代
政
治
理
論
」
未
来
社
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。

（
旧
）
冨
回
〆
ご
「
①
ワ
の
『
。
喜
ぶ
式
冴
＆
ぬ
勲
忌
苫
凰
（
評
場
⑩
房
３
ｓ
鼎
の
冒
曽
＆
、
涜
窃
③
回
、
烏
》
功
暮
⑯
苫
包
、
苫
の
周
ご
岑
儘
封
ふ
ぐ
】
四
奇
の
》
ど
の
ロ
ゴ
①
田
口
⑪
堀
の
短
の
ケ
の
己
の

シ
ロ
圏
綴
の
》
す
の
⑫
。
旬
曾
巨
目
］
・
冨
目
の
⑪
ゴ
ヨ
ロ
穴
の
一
日
口
目
》
］
や
段
の
・
副
】
世
良
晃
志
郎
訳
「
支
配
の
社
会
学
」
Ｉ
、
創
文
社
、
一
九
六
○
年
、

グー、グー、￣、〆￣、グーへグー、〆￣、〆￣、

1４１３１２１１１０９８７
、＝＝、－〆、￣、＝〆、＝〆、＝￣、＝〆、．＝三

二
ペ
ー
ジ
。

ロ
ケ
の
目
Ｐ
・
の
・
副
】
同
右
、
三
三
’
三
四
ペ
ー
ジ
。

ロ
ワ
の
日
Ｐ
・
の
。
、
沼
同
右
、
三
五
ペ
ー
ジ
。

同
ウ
２
８
．
》
の
。
、
臼
同
右
、
六
四
ぺ
Ｉ
ジ
。

ロ
ワ
の
ロ
８
．
．
ｍ
・
の
国
同
右
、
九
九
ペ
ー
ジ
。

同
ワ
８
８
．
．
ｍ
・
田
色
同
右
、
九
九
ぺ
Ｉ
ジ
。

両
ワ
の
且
口
；
の
。
、
国
同
右
、
九
九
’
一
○
○
ペ
ー
ジ
。

同
ｄ
の
目
、
．
．
ｍ
・
巴
＠
同
右
、
一
○
九
ペ
ー
ジ
。

言
い
〆
ご
く
の
す
の
獄
の
（
湯
Ｓ
苫
ミ
③
一
行
吊
亘
歎
冴
＆
⑩
の
ｇ
一
風
可
荷
苫
・
ロ
ユ
ヰ
の
①
Ｈ
ｐ
の
具
ぐ
の
ゴ
ロ
の
汀
風
の
鈩
貝
一
口
的
の
ず
の
Ｈ
口
吊
い
の
ワ
の
曰
く
○
口
】
○
ず
口
ご
回
の
⑪

『
レ
ー
ニ
ン
全
集
」
五

同
右
、
四
五
一
ぺ
１
設

同
右
、
四
八
六
ぺ
－
鍍

同
右
、
九
巻
、
四
言

同
右
、
一
○
六
ぺ
－
較

同
右
、
四
五
ペ
ー
ジ
。

昌
・
向
・
三
Ｊ
昏
且
圏
の
．
巴
四
同
右
、
’
’
二
巻
、
五
一
九
ペ
ー
ジ
。

ワ
ー
ニ
ン
全
集
」
五
巻
、
四
○
六
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
四
五
一
ペ
ー
ジ
。

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

四
八
六
ペ
ー
ジ
。

九
巻
、
四
一
ペ
ー
ジ
。

一
○
六
ペ
ー
ジ
。

五
七
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グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

五
八

弓
冒
丙
①
］
§
目
．
〕
・
○
・
ｍ
・
旨
・
頁
弓
口
冒
、
の
己
自
・
の
・
呂
垣
‐
い
ざ
中
村
貞
二
他
訳
「
政
治
論
文
集
』
２
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
二
年
、
一
一
一

六
○
ペ
ー
ジ
。

厚
の
ａ
口
・
・
の
・
患
い
同
右
、
三
六
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

ロ
ワ
の
口
８
．
》
の
・
圏
『
同
右
、
一
一
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

回
す
の
ロ
８
．
》
の
・
圏
垣
同
右
、
三
七
一
ペ
ー
ジ
。

ロ
ウ
の
ロ
ロ
ロ
・
『
の
’
四
ｓ
同
右
、
三
七
一
’
一
一
ペ
ー
ジ
。

ロ
ワ
の
且
凹
・
肋
・
置
司
同
右
、
’
一
一
七
九
ペ
ー
ジ
。

恩
の
目
四
；
の
．
臼
一
同
右
、
一
一
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

回
す
の
ロ
ロ
四
・
》
の
。
』
崖
同
右
、
三
八
○
－
八
一
ペ
ー
ジ
。

回
す
の
ａ
Ｐ
・
の
‐
』
忠
同
右
、
四
二
九
ペ
ー
ジ
。

回
す
の
且
口
・
》
の
．
患
い
同
右
、
四
二
九
’
三
○
ペ
ー
ジ
。

回
す
の
且
口
・
『
の
。
＄
、
～
患
①
同
右
、
四
一
一
一
二
ペ
ー
ジ
。

の
日
日
の
９
６
℃
・
ａ
（
・
も
．
届
「
選
集
」
③
八
八
ペ
ー
ジ
。

ｇ
丘
・
も
・
ヨ
ー
ｇ
同
右
、
③
二
二
五
～
六
ペ
ー
ジ
。

旨
。
・
ら
・
圏
司
同
右
、
①
一
八
○
ペ
ー
ジ
。

ｑ
・
旨
Ｑ
・
》
ロ
・
』
団
～
』
＄
同
右
、
①
’
二
一
’
七
ペ
ー
ジ
。

国
Ｑ
・
ｂ
Ｌ
Ｓ
同
右
、
①
一
二
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

ぴ
ぼ
・
も
．
届
Ｃ
同
右
、
①
’
二
三
ペ
ー
ジ
。

冒
口
・
も
．
届
晤
同
右
、
①
’
二
八
ペ
ー
ジ
。

冒
旦
・
も
．
思
い
同
右
、
①
一
二
四
’
五
ペ
ー
ジ
。

胃
Ｑ
・
》
ロ
＄
同
右
、
②
二
二
六
’
七
ペ
ー
ジ
。



グー、／￣、グー、〆￣、グー、

５９５８５７５６５５
、－〆、－〆、＝〆、－〆、－〆

（
妃
）
旨
。
・
６
．
日
同
右
、
②
’
’
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
ｕ
）
ご
Ｑ
・
も
．
『
②
同
右
、
②
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
妬
）
罰
○
・
》
□
・
邑
同
右
、
②
二
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
妬
）
旨
Ｑ
・
右
・
忠
同
右
、
②
二
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
灯
）
冒
口
・
も
。
』
９
１
』
＄
同
右
、
①
一
四
五
’
一
四
九

（
蛆
）
胃
。
．
ｂ
・
Ｐ
ご
同
右
、
①
一
六
七
ペ
ー
ジ
。

（
⑱
）
胃
Ｐ
も
．
囲
い
同
右
、
①
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
別
）
び
ぼ
・
》
□
・
］
邑
同
右
、
①
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
Ⅲ
）
忌
箆
：
□
・
』
患
‐
』
圏
同
右
、
①
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
卵
）
忌
丘
・
》
□
・
山
＄
‐
①
同
右
、
①
二
八
九
～
二
九
○
ペ
ー
ジ
。

（
斑
）
屋
】
９
．
６
・
患
①
‐
『
同
右
、
①
二
九
○
ペ
ー
ジ
。

（
図
）
こ
の
「
歴
史
的
ブ
ロ
ッ
ク
」
の
概
念
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
把
握
が
あ
る
。
「
歴
史

的
ブ
ロ
ッ
ク
の
概
念
を
提
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ラ
ム
シ
は
陣
地
戦
の
新
し
い
条
件
の
も
と
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
レ
ー
ニ
ン
主
義
の

、
、
、
、
、

一
一
つ
の
基
本
テ
ー
ゼ
を
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
の
経
済
が
最
終
的
に
は
規
定
す
る
、
②
政
治
は

経
済
に
対
し
て
優
位
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
。
政
治
は
「
司
令
部
」
で
あ
る
」
。
（
グ
リ
ュ
ク
ス
マ
ン
「
グ
ラ
ム
シ
と
国
家
」
大
津
真
作
訳
、

三
九
六
ペ
ー
ジ
）
。

胃
。
．
》
ロ
・
旨
①
同
右
、
①
二
三
九
ペ
ー
ジ
。

冒
口
・
も
。
い
ざ
同
右
、
①
二
四
四
’
一
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

旨
Ｐ
ら
・
山
巴
同
右
、
①
二
四
六
ペ
ー
ジ
。

胃
Ｑ
・
も
．
題
国
～
囲
い
同
右
、
①
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

Ｓ
己
，
６
．
患
い
同
右
、
①
一
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
口

五
九



グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。

六
○

（
印
）
冒
口
。
．
□
・
弓
①
～
四
．
同
右
、
①
三
○
四
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
グ
ラ
ム
シ
は
、
こ
こ
で
物
質
的
諸
力
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
関
係
を
「
内
容
」

と
「
形
式
」
と
捉
え
、
「
物
質
的
諸
力
は
歴
史
的
に
は
形
式
ぬ
き
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
物
質
的
諸
力
ぬ
き
に

は
個
人
的
幻
想
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
（
冒
口
：
単
司
同
右
、
①
三
○
五
ペ
ー
ジ
）
。

（
田
）
Ｓ
丘
・
も
．
四
囲
同
右
、
①
二
四
八
’
九
ペ
ー
ジ
。

（
“
）
た
だ
し
、
グ
ラ
ム
シ
の
こ
の
よ
う
な
実
践
の
哲
学
に
は
「
唯
物
論
的
逸
脱
」
が
指
摘
さ
れ
る
側
面
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
客
観
性
や

物
質
に
つ
い
て
こ
う
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
超
歴
史
的
、
超
人
間
的
な
客
観
性
（
。
α
の
再
試
ご
）
が
存
在
し
う
る
と
み
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
客
観
性
に
つ
い
て
の
判
定
者
は
誰
な
の
か
。
…
…
客
観
的
と
い
う
の
は
、
い
つ
も
「
人
間
的
に
客
観

的
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
正
確
に
「
歴
史
的
に
主
観
的
』
と
い
う
こ
と
に
対
応
さ
れ
う
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
客
観
的
な
も
の

は
「
普
遍
的
に
主
観
的
な
も
の
」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
」
（
冒
口
．
．
ｐ
虞
Ｊ
同
右
、
②
一
八
六
ペ
ー
ジ
）
。
「
形
而
上
学
的
唯
物
論
に
お
け
る

「
客
観
的
な
も
の
」
（
侯
ｇ
）
の
富
ぐ
の
》
．
）
の
観
念
は
、
人
間
か
ら
は
な
れ
て
さ
え
存
在
し
て
い
る
客
観
性
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し

か
し
、
人
間
が
存
在
し
な
い
と
し
て
さ
え
あ
る
現
実
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
さ
れ
る
と
き
、
人
は
比
嶬
的
に
語
っ
て
い
る
か
、
あ
る

神
秘
主
義
の
形
態
に
陥
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
を
人
間
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
が
歴
史

的
形
成
で
あ
る
よ
う
に
、
認
識
や
現
実
も
一
つ
の
形
成
物
で
あ
り
、
客
観
性
も
そ
う
で
あ
る
」
（
忌
丘
・
も
・
瞳
①
同
右
、
②
一
八
七
ペ
ー
ジ
）
。

「
実
践
の
哲
学
に
と
っ
て
、
「
物
質
（
壹
乏
［
：
円
３
）
」
は
自
然
科
学
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
意
味
で
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
（
物
理
学
、

化
学
、
力
学
な
ど
。
こ
れ
ら
の
意
味
は
、
こ
れ
ら
の
科
学
の
歴
史
的
発
展
の
概
念
の
な
か
で
記
録
ざ
れ
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
、
ざ
ま

‐
ざ
ま
な
唯
物
論
的
形
而
上
学
に
み
ら
れ
る
意
味
で
も
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
…
…
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
物
質
は
そ
れ
ゆ
え
わ
れ

わ
れ
の
主
題
で
は
な
く
、
問
題
は
そ
れ
が
生
産
の
た
め
に
い
か
に
社
会
的
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自

然
科
学
は
基
本
的
に
一
つ
の
歴
史
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
一
つ
の
人
間
関
係
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
Ｓ
苞
・
も
・
盆
、
同
右
、
②
二
一
一
一

’
三
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ム
シ
の
規
定
は
、
た
と
え
ば
、
「
物
質
と
は
、
人
間
に
そ
の
感
覚
に
お
い
て
あ
た
え
ら
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚

か
ら
独
立
し
て
存
在
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
よ
っ
て
模
写
さ
れ
、
撮
影
さ
れ
、
反
映
さ
れ
る
客
観
的
実
在
を
言
い
あ
ら
わ
す
た
め



必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
“
）
忌
己
：
ロ
・
后
同
一

（
“
）
旨
ｇ
七
・
ｍ
同
右

（
“
）
胃
９
６
．
ｍ
同
右

（
“
）
旨
Ｑ
・
も
．
『
同
右

（
Ｗ
）
量
９
．
６
．
ｍ
同
右

の
哲
学
的
範
囑
で
あ
る
」
（
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
⑩
、
国
民
文
庫
版
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
規
定
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
と

く
に
、
「
も
ち
ろ
ん
、
物
質
と
意
識
と
の
対
立
も
、
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
領
域
の
限
界
内
で
だ
け
、
す
な
わ
ち
い
ま
の
場
合
に
は
も
っ
ぱ

ら
、
な
に
を
第
一
次
的
な
も
の
と
み
と
め
、
な
に
を
第
二
次
的
な
も
の
と
み
と
め
る
か
、
と
い
う
認
識
論
上
の
根
本
問
題
の
限
界
内
で
だ
け
、

絶
対
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
（
同
、
一
八
八
ペ
ー
ジ
）
と
さ
れ
る
「
認
識
論
」
の
問
題
と
し
て
は
明
ら
か
に
「
逸
脱
」
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
グ
ラ
ム
シ
の
た
と
え
ば
「
客
観
性
」
や
「
客
観
的
な
も
の
」
が
、
レ
ー
ニ
ン
の
物
質
概
念
に
そ
の
ま

ま
対
応
す
る
認
識
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
の
か
、
も
し
く
は
「
物
質
－
意
識
」
関
係
を
主
題
と
す
る
哲
学
的
認
識
論
と

「
主
体
Ｉ
客
体
」
関
係
を
主
題
と
す
る
史
的
唯
物
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
区
別
し
た
う
え
、
後
者
の
次
元
で
思
索
す
る
も
の
な
の
か
な
ど
を
慎

重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
問
題
だ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
に
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
…
…
唯
物
論
哲
学
を
上
ま
で

き
ず
き
あ
げ
る
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
唯
物
論
的
認
識
論
に
で
は
な
く
唯
物
史
観
に
、
最
大
の
注
意
を
む
け
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
マ
ル
ク
ス

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
諸
著
作
で
、
弁
証
法
的
唯
物
論
よ
り
も
弁
証
法
的
唯
物
論
を
い
っ
そ
う
強
調
し
、
史
的
唯
物
論
よ
り
も
史
的
唯
物
論
を
い

っ
そ
う
強
く
主
張
し
た
」
（
同
、
の
四
六
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
規
定
と
、
グ
ラ
ム
シ
の
「
き
わ
め
て
一
般
的
な
「
史
的
唯
物
論
」
と
い
う
表

現
の
な
か
で
、
形
而
上
学
的
な
起
源
を
も
つ
後
の
言
葉
で
は
な
く
、
「
史
的
」
と
い
う
最
初
の
言
葉
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

実
践
の
哲
学
は
、
絶
対
的
「
歴
史
主
義
」
で
あ
り
、
思
想
の
世
俗
主
義
、
現
世
主
義
で
あ
り
、
歴
史
の
絶
対
的
人
間
主
義
で
あ
る
」
（
冒
ｇ
》

ロ
・
←
＆
同
右
、
②
二
一
二
ペ
ー
ジ
）
。
と
い
う
規
定
を
も
対
比
し
つ
つ
考
慮
・
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
グ
ラ
ム
シ
が
、
イ
タ
リ

ア
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
「
形
而
上
学
的
」
伝
統
や
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
的
機
械
的
唯
物
論
へ
の
対
抗
の
中
で
思
索
し
て
い
る
こ
と
も
考
察
に
い
れ
る

グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
。

同
右
、
③
八
九
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
③
七
九
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
③
八
○
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
③
八
三
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
③
八
三
ペ
ー
ジ
。

一
ハ
ー



前
稿
訂
正

ｐ208
〆￣、グー、、グー、

７０６９６８
，－〆、－戸_、￣注

（
ｕ
）

（
、
） グ
ラ
ム
シ
の
市
民
社
会
論
ロ

巴
一
口
も
と
同
右
、
③
八
四
’
八
五
ペ
ー
ジ
。

旨
９
．
６
．
℃
同
右
、
③
八
五
ペ
ー
ジ
。

忌
丘
・
も
・
己
同
右
、
③
八
六
ペ
ー
ジ
。

誤
正

ｎ
ｍ
，
胃
Ｑ
’
６
．
届
、
‐
っ
・
同
右
、
①
二
四
二
’
三
ペ
ー
ジ
。
↓
・
戸
一
屋
丘
・
》
ｂ
・
匿
い
‐
四
・
同
右
、
①
一
九
五
’
六
ペ
ー
ジ
。

与
国
・
も
．
］
競
同
右
、
①
一
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

↓
日
ロ
，
６
．
画
虜
同
右
、
①
一
九
六
ペ
ー
ジ
。

｛ハーー


